
古
記
録
の
史
料
と
し
て
の
価
値
は
、
点
と
し
て
表
出
し
て
く
る
事
象
の
前
後
の
事
情
を
伝
え
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
医
師
か
ら

患
者
に
対
し
て
、
ま
た
患
者
か
ら
医
師
に
対
し
て
出
さ
れ
た
手
紙
、
そ
し
て
古
記
録
自
体
か
ら
疾
病
と
医
療
の
事
例
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が

あ
る
が
、
そ
の
時
期
の
、
で
き
れ
ば
複
数
の
古
記
録
を
何
日
分
か
に
わ
た
っ
て
日
を
追
っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
患
者
と
、
そ
れ
を
と

り
ま
く
看
病
が
生
き
た
も
の
と
し
て
明
ら
か
に
し
う
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
医
史
学
の
多
く
の
研
究
で
は
疾
病
と
治
療
の
事
例
を
探
す
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
古
記
録
を
、
も
う
少
し
広
い
闘
病
記

録
と
し
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
で
当
時
の
医
療
の
あ
り
か
た
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
が
今
回
の
試
み
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
病
に
対
し

て
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
態
度
で
接
し
た
か
を
み
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

項
目
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

日
記
類
な
ど
の
古
記
録
を
用
い
て
過
去
の
医
学
・
医
療
の
実
情
を
探
ろ
う
と
す
る
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の
先
学
に
よ
る
試
み
が

（
１
）
（
２
）

あ
る
。
た
と
え
ば
、
山
崎
佐
の
研
究
で
は
、
論
の
大
半
の
典
拠
を
古
記
録
類
に
よ
っ
て
お
り
、
服
部
敏
良
は
古
記
録
か
ら
の
考
察
を
独
立
の

一
問
題
の
所
在

古
記
録
に
み
え
る
室
町
時
代
の
患
者
と
医
療
（
一
）

ｌ
「
看
聞
御
記
」
嘉
吉
元
年
入
江
殿
闘
病
記
録
か
ら
Ｉ

日
本
医
史
学
雑
誌
第
四
三
巻
第
一
号
平
成
七
年
九
月
十
二
日
受
付

平
成
九
年
三
月
二
十
日
発
行
平
成
八
年
十
月
四
日
受
理

水
谷
惟
紗
久
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（
２
）
室
町
時
代
の
記
録
に
は
祈
療
の
み
が
み
ら
れ
る
場
合
や
、
反
対
に
治
療
の
み
が
み
ら
れ
る
場
合
が
、
ほ
ぼ
同
じ
身
分
の
同
じ
疾
病
に

対
し
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
祈
療
も
単
純
に
迷
信
と
い
え
る
も
の
で
は
な
く
、
病
認
識
に
も
と
づ
く
体
系
立
っ
た
対
応
で
あ
っ
た
こ

（
４
）

と
は
、
谷
口
美
樹
の
研
究
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
で
は
、
両
者
が
患
者
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
選
択
さ
れ
る
の
か
を
解
明
す
る
。

（
３
）
こ
こ
で
扱
い
た
い
『
看
聞
御
記
」
の
闘
病
記
録
は
入
江
殿
の
死
去
で
完
結
し
、
そ
の
際
、
死
に
さ
き
だ
っ
て
別
所
に
移
住
が
な
さ
れ

（
５
）

て
い
る
。
死
の
直
前
の
患
者
を
別
所
に
移
す
慣
習
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
新
村
拓
の
研
究
が
扱
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
入
江
殿
の
死
去

を
素
材
に
し
て
、
死
の
直
前
に
ど
の
よ
う
な
目
的
で
そ
れ
が
行
わ
れ
た
の
か
を
考
察
す
る
。
ま
た
、
兄
弟
で
あ
る
禁
裏
は
次
第
に
回
復
し
て
、

（
１
）
こ
れ
ま
で
半
井
、
丹
波
、
坂
、
坐

合
に
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
患
者
の
も
↑

派
遣
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

本
論
文
は
、
主
に
人
名
比
定
に
よ
っ
て
医
療
の
あ
り
か
た
を
検
討
す
る
作
業
を
展
開
し
て
い
く
た
め
に
、
傍
証
史
料
か
ら
闘
病
記
録
を
補

完
し
や
す
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
人
名
比
定
が
し
や
す
い
京
都
の
公
家
の
記
録
で
あ
る
こ
と
が
条
件
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、

同
時
期
の
記
録
が
比
較
的
多
く
残
存
す
る
時
代
の
記
録
を
扱
う
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
論
文
で
は
十
五
世
紀
中
葉
の
『
看
聞
御
記
」
を
扱
う
こ
と
に
す
る
。
こ
の
時
期
に
は
多
く
の
傍
証
史
料
が
残
存
し
て
お

り
、
そ
の
中
で
も
、
事
物
を
く
わ
し
く
記
録
し
た
『
建
内
記
」
な
ど
を
有
力
な
傍
証
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、

同
じ
病
に
か
か
っ
た
人
が
、
そ
の
よ
う
な
同
時
期
の
別
の
記
録
に
み
ら
れ
れ
ば
、
対
応
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
論
を
進
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
今
回
扱
う
闘
病
記
録
は
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

人
名
比
定
を
重
く
み
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
が
ど
う
い
っ
た
あ
り
か
た
で
闘
病
、
医
療
を
し
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当

時
の
社
会
状
況
を
か
ら
め
て
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
以
下
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

な
お
、
本
論
文
で
は
祈
祷
に
よ
る
医
療
を
祈
療
と
し
、
薬
な
ど
を
用
い
る
医
療
を
治
療
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

（
３
）

（
１
）
こ
れ
ま
で
半
井
、
丹
波
、
坂
、
竹
田
な
ど
の
著
名
医
家
の
人
名
比
定
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
が
貴
顕
を
診
察
、
治
療
す
る
場

合
に
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
患
者
の
も
と
に
派
遣
さ
れ
た
か
明
ら
か
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
公
家
社
会
と
そ
れ
ら
の
医
師
と
の
関
係
、
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以
下
闘
病
を
順
を
追
っ
て
み
て
い
く
が
、
三
月
十
四
日
条
か
ら
六
月
二
十
八
日
条
ま
で
長
期
に
わ
た
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
た
め
、
論
に

必
要
な
条
文
の
み
を
抜
粋
し
た
。
そ
の
抜
粋
し
た
史
料
の
中
で
と
く
に
読
解
に
必
要
と
思
わ
れ
る
事
項
を
日
時
の
あ
と
に
示
し
た
。
以
後
の

二
入
江
殿
萢
瘡
闘
病
記
録
の
提
示

か
ん
も
ん
ぎ
よ
き

ご
す
こ
う
い
ん
ふ
し
み
の
み
や
さ
だ
ふ
さ
し
ん
の
う

「
看
聞
御
記
』
（
以
下
、
本
章
で
は
原
則
的
に
『
看
聞
御
記
」
の
記
録
名
を
省
略
す
る
）
は
後
崇
光
院
伏
見
宮
貞
成
親
王
の
日
記
で
あ
る
。
四
十
一

巻
と
別
記
十
三
巻
か
ら
な
り
、
原
本
は
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
で
あ
る
。
記
録
自
体
は
応
永
二
十
三
年
（
一
四
一
六
）
正
月
か
ら
文
安
五
年
（
一

（
６
）

四
四
八
）
四
月
ま
で
断
続
し
て
い
る
が
、
今
回
は
、
主
に
「
続
群
書
類
従
」
本
に
よ
り
、
嘉
吉
元
年
二
四
四
一
）
の
三
月
十
四
日
条
か
ら
断

（
７
）

続
的
に
記
録
さ
れ
て
い
る
闘
病
記
録
を
扱
う
。
ま
た
、
考
察
の
必
要
上
、
同
時
期
の
中
流
公
家
の
記
録
で
あ
る
『
建
内
記
』
も
扱
う
。
こ
れ

は
記
主
万
里
小
路
時
房
が
、
当
時
は
退
い
て
い
た
が
武
家
伝
奏
で
あ
っ
た
人
物
で
、
当
該
時
期
も
宮
中
諸
行
事
に
意
見
を
求
め
ら
れ
る
立
場

に
い
た
た
め
、
客
観
的
な
記
録
が
期
待
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
患
者
で
あ
る
入
江
殿
は
『
看
聞
御
記
』
記
主
の
貞
成
親
王
の
女
で
、
性
恵
上

人
と
い
う
。
当
時
の
後
花
園
天
皇
の
同
じ
母
の
妹
に
あ
た
る
。
こ
こ
に
は
検
討
に
必
要
な
部
分
だ
け
を
系
図
で
か
か
げ
る
。

お
湯
初
め
と
い
う
儀
礼
で
完
結
し
て
い
る
。
こ
れ
を
合
わ
せ
て
死
と
回
復
の
儀
礼
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

古
記
録
を
闘
病
記
録
と
し
て
扱
う
以
上
、
患
者
と
そ
の
周
囲
の
さ
ま
ざ
ま
な
属
性
を
捨
象
し
て
要
素
に
還
元
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
複
数
の
闘
病
記
録
か
ら
特
定
の
事
項
の
み
を
あ
げ
て
、
そ
れ
を
比
較
対
照
す
る
と
い
う
研
究
に
は
し
な
い
こ
と
に
し
た
。
し

か
し
、
冗
長
を
さ
け
る
た
め
記
録
そ
の
も
の
は
箇
条
書
に
し
て
提
示
し
、
特
徴
的
な
事
項
、
お
よ
び
事
実
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
い
う

形
式
を
と
る
。

南 貞
成
親
王

〒
ｌ
‐

御
方

後
花
園
天
皇

竹
園

入
江
殿
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稲
荷
祭
也
、
鉾
不
渡
、
町
人
共
一

（
事
項
）
入
江
殿
庖
瘡
発
す
↓

入
江
殿
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

②
三
月
十
七
日
条
ｌ
「
南
御
圭

病
退
出
、
重
賢
未
本
復
、
無
‐

①
三
月
十
四
日
条
ｌ
「
南
御
方
入
江
殿
参
、
方
丈
御
違
例
、
庖
瘡
云
々
、
此
間
天
下
流
布
、
万
民
病
悩
、
重
賢
も
不
漏
人
数
、
［
此
病
赤
斑
□

考
察
に
は
主
に
傍
線
部
分
（
Ａ
）
Ｉ
（
１
）
の
記
載
を
用
い
る
。
引
用
の
史
料
中
（
）
は
割
注
、
［
］
は
頭
書
、
注
筆
で
あ
る
こ
と
を
示

一
０

也
］
価
今
日
参
賀
も
不
参
」

⑤
三
月
二
十
八
日
条
ｌ
「
（
Ｄ
）
入
江
殿
御
祈
、
伊
勢
（
高
橋
）
御
湯
立
今
日
被
行
、
有
吉
瑞
相
目
出
之
由
被
申
、
今
日
ハ
珈
能
様
二
見
直
申

（
事
項
）
公
方
、
伏
見
宮
よ
り
医
師
が
派
遣
さ
れ
る
。
町
人
に
も
流
行
し
て
い
る
ら
し
く
、
稲
荷
祭
を
急
に
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。

④
三
月
二
十
七
日
ｌ
「
南
御
方
入
江
殿
参
、
方
丈
御
式
同
篇
、
心
苦
敷
躰
也
、
禁
裏
次
第
御
減
気
云
々
、
珍
重
也
」

（
事
項
）
入
江
殿
病
状
変
化
な
し
。
天
皇
は
回
復
に
向
か
う
。

成
朝
臣
自
是
召
進
、
（
Ｂ
）
庖
瘡
快
不
出
現
之
間
、
如
此
同
篇
之
由
申
、
禁
裏
御
庖
瘡
已
出
現
云
々
、

（
事
項
）
入
江
殿
病
状
悪
化
。
禁
裏
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
患
者
が
い
る
。
計
全

③
三
月
二
十
一
日
条
ｌ
「
公
方
明
後
日
御
参
宮
御
礼
、
南
御
方
被
参
、
次
入
江
殿
参

病
退
出
、
重
賢
未
本
信

医
師
参
進
良
薬
云
々
」

一斗

9云
々
、
（
Ｅ
）
自
内
裏
美
物
済
々
（
九
種
）
給
、
畏
悦
、
良
薬
照
善
持
参
、
竹
園
同
進
」

（
事
項
）
入
江
殿
平
癒
の
祈
祷
が
行
わ
れ
る
。
竹
園
と
い
う
の
は
皇
室
関
係
の
人
物
の
広
い
名
称
で
あ
る
。
同
時
期
に
は
「
建
内
記
」
六
月

入
江
殿
庖
瘡
発
す
る
。
方
丈
と
は
、
こ
こ
で
は
三
時
知
恩
寺
Ⅱ
入
江
殿
の
住
持
、
皇
女
性
恵
上
人
の
こ
と
を
指
す
。
本
論
文
で
は

「
南
御
方
、
入
江
殿
参
、
方
丈
庖
瘡
以
外
之
間
被
参
、
御
乳
人
も
此
間
伺
候
、
此
病
悩
倍
増
、
諸
人
計
会
也
、
新
大
夫

堅
無
人
也
（
中
略
）
暮
南
御
方
被
帰
、
方
丈
同
篇
、
但
今
日
叩
能
様
也
、
禁
裏
一
両
日
肌
御
蒙
気
云
々
、
若
流
普
事
歎
、

一
神
崇
厳
密
之
間
俄
経
営
結
構
云
々
」

計
会
と
は
こ
ま
っ
た
こ
と
だ
と
い
う
表
現
で
あ
る
。

方
丈
御
式
同
篇
也
、
（
Ａ
）
医
師
自
公
方
被
召
進
、
茂

驚
入
之
由
申
入
（
中
略
）
（
Ｃ
）
今
日
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⑥
四
月
二
日
条
ｌ
「
赤
斑
瘡
女
中
共
病
悩
、
無
人
計
会
也
、
（
近
衛
、
春
日
、
右
近
衛
督
、
新
大
夫
、
局
女
共
也
、
隆
富
朝
臣
も
病
不
参
）
」

（
事
項
）
多
数
の
人
が
病
中
に
あ
る
こ
と
を
記
録
。
こ
こ
で
は
宮
中
に
出
仕
す
べ
き
人
び
と
が
病
の
た
め
に
い
な
く
な
っ
て
い
る
。
当
時
「
天

下
流
布
」
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
こ
の
病
は
、
①
で
は
庖
瘡
、
⑥
で
は
赤
斑
瘡
と
さ
れ
て
い
る
。
①
の
条
文
に
は
本
文
で
「
庖
瘡
云
々
」

と
し
て
入
江
殿
の
病
が
伝
聞
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
同
時
期
に
病
中
に
あ
る
と
さ
れ
る
菫
賢
は
赤
斑
瘡
で
あ
る
と
頭
吉
に
記
録
し
て

い
る
が
、
記
録
頻
度
か
ら
判
断
し
て
こ
こ
で
は
庖
瘡
と
し
て
扱
う
。

⑦
四
月
三
日
条
ｌ
「
御
参
宮
御
礼
御
剣
進
、
南
御
方
被
参
（
御
乳
人
御
共
）
次
入
江
殿
参
、
被
帰
有
御
対
面
云
々
、
方
丈
ハ
珈
能
様
也
」

（
事
項
）
入
江
殿
少
し
回
復
。
入
江
殿
母
、
南
御
方
が
し
ば
し
ば
見
舞
い
に
入
江
殿
を
訪
れ
て
い
る
が
、
今
回
は
乳
人
も
同
行
し
た
。
入
江

殿
と
対
面
し
て
い
る
が
、
闘
病
中
は
じ
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。

（
８
）

十
九
日
条
に
「
竹
園
」
が
み
ら
れ
る
が
、
彼
は
仁
和
寺
殿
門
跡
、
後
小
松
天
皇
猶
子
、
承
道
法
親
王
で
あ
っ
て
崇
光
院
流
の
人
で
は
な
く
、

し
ば
し
ば
貞
成
親
王
が
記
録
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
こ
で
の
竹
園
は
記
録
中
の
扱
い
か
ら
考
え
て
、
伏
見
宮
の
家
督
と
な
る
貞
常
親
王

⑧
四
月
十
三
日
条
ｌ
「
今
日
稲
荷
祭
也
、
大
鉾
、
笠
、
拍
物
等
結
構
云
々
、
（
Ｆ
）
今
日
禁
裏
御
湯
初
［
御
悩
之
後
］
云
々
、
珍
重
之
由
可
申

入
之
処
、
衰
日
間
不
申
、
室
町
殿
御
剣
被
進
」

（
事
項
）
ま
た
稲
荷
祭
が
行
わ
れ
る
。
今
度
は
大
鉾
、
笠
、
拍
物
が
だ
さ
れ
る
大
掛
か
り
な
祭
で
あ
っ
た
。
禁
裏
が
回
復
し
た
あ
と
の
お
湯

（
９
）

初
め
が
行
わ
れ
た
。
お
湯
初
め
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
衰
日
と
い
う
の
は
数
え
年
に
よ
っ
て
諸
事
を
つ
つ
し
む
べ
き
日
で
あ
る
が
、
貞
成

親
王
は
そ
れ
を
守
っ
て
祝
い
を
言
上
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

⑨
四
月
八
日
条
ｌ
「
晩
景
室
町
殿
公
武
群
集
馳
参
、
何
事
哉
不
審
之
処
、
大
覚
寺
於
九
州
被
腹
切
注
進
云
々
（
中
略
）
入
江
殿
、
南
御
方
急
可

有
御
参
之
由
被
告
申
（
中
略
）
入
江
殿
叩
本
復
之
間
被
参
、
珍
重
也
」

同
十
九
日
条
ｌ
「
入
江
殿
再
発
嗽
、
一
両
日
御
増
気
也
、
自
公
方
被
懸
御
意
、
連
々
医
師
被
進
被
尋
申
、
（
中
略
）
今
朝
頼
豊
朝
臣
可
参
之

で
あ
ろ
う
。
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方
被
召
進
験
者
也
」

（
事
項
）
四
月
二
十
一
日
、
長
谷
へ
向
か
う
典
侍
に
入
江
殿
の
祈
祷
を
願
う
。
本
復
す
れ
ば
御
主
、
す
な
わ
ち
天
皇
に
よ
る
参
詣
を
約
束
し

（
叩
）

た
。
同
二
十
二
日
、
泰
山
府
君
祭
を
行
う
。
入
江
殿
の
病
悩
に
対
す
る
修
法
で
あ
る
。
祈
療
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
土
御
門
有
重
は
永
享

五
年
あ
た
り
か
ら
記
録
に
み
ら
れ
る
陰
陽
師
で
あ
る
。

⑪
五
月
十
二
日
条
Ｉ
「
南
御
方
入
江
殿
被
参
、
春
日
参
、
蟇
被
帰
、
方
丈
御
式
猶
御
窮
屈
之
様
無
瀝
、
祈
療
之
外
者
無
瀝
所
、
祈
念
無
極
」

同
十
四
日
条
ｌ
「
算
置
法
師
召
、
入
江
殿
御
事
相
尋
、
邪
気
以
外
之
由
申
、
又
陰
陽
師
［
名
］
（
見
と
お
し
と
号
）
同
尋
さ
し
つ
め
て
邪
気

之
趣
申
、
の
け
ら
れ
す
ハ
大
事
可
出
来
云
々
、
祈
祷
肝
要
之
由
申
、
此
陰
陽
師
推
条
之
占
如
指
掌
、
価
み
と
お
し
と
号
（
中
略
）
今
伊
勢
、
御

香
宮
入
江
殿
御
代
官
進
入
、
山
王
［
坂
下
］
自
入
江
殿
被
進
入
、
猿
食
物
二
有
吉
瑞
云
々
（
中
略
）
算
法
師
入
江
殿
御
祈
仰
付
、
三
井
寺
大
心

院
有
験
者
云
々
、
御
祈
事
仰
付
、
御
撫
物
遣
之
」

同
十
五
日
条
ｌ
「
南
御
方
室
町
殿
参
、
入
江
殿
御
事
被
懸
御
意
事
為
悦
申
被
参
（
中
略
）
入
江
殿
御
祈
葛
河
法
師
二
人
参
、
御
加
持
申
、
公

之
分
二
て
可
行
之
由
令
申
」

（
事
項
）
四
月
十
九
日
、
入
江
殿
の
病
が
再
発
し
た
。
入
江
殿
は
、
八
日
に
は
大
覚
寺
義
照
が
自
殺
し
た
祝
い
に
参
列
す
る
ほ
ど
に
回
復
し

て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
反
逆
者
追
討
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
当
時
の
足
利
義
教
独
裁
と
い
う
情
勢
下
で
は
、
無
理
や
り
連
れ
だ

さ
れ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
無
理
が
崇
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
公
方
す
な
わ
ち
将
軍
足
利
義
教
か
ら
医
師
が
派
遣
さ
れ
た
。

⑩
四
月
二
十
一
日
条
ｌ
「
方
丈
御
式
同
篇
也
、
茂
成
朝
臣
参
、
御
様
之
式
申
、
心
苦
事
也
（
中
略
）
明
日
典
侍
泊
瀬
寺
参
詣
云
々
、
入
江
殿
御

祈
、
籠
願
書
、
参
詣
二
言
付
進
之
、
令
本
復
者
御
主
可
参
詣
之
由
立
願
申
」

由
被
仰
参
、
（
中
略
）
（
Ｇ
）

同
二
十
二
日
条
ｌ
「
（
Ｈ
）
入
江
殿
御
祈
小
泰
山
府
君
祭
事
、
土
御
門
三
位
有
重
二
相
尋
、
則
参
委
細
申
、
如
法
ハ
大
儀
也
、
小
泰
山
府
君

ハ
法
令
不
定
、
千
疋
、
五
百
疋
、
三
百
疋
に
て
も
、
七
カ
日
行
也
、
公
方
参
千
疋
二
て
、
四
季
二
被
行
云
々
、
可
随
御
意
之
由
申
、
五
百
疋

頼
豊
朝
臣
又
参
、
良
薬
進
可
調
進
之
由
、
自
公
方
被
仰
云
々
、

被
懸
御
意
之
条
為
悦
也
」
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同
十
六
日
条
ｌ
「
彼
験
者
加
持
申
、
邪
気
顕
悪
口
云
々
、
奇
特
也
」

（
事
項
）
五
月
十
二
日
、
祈
祷
以
外
の
手
段
が
な
く
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
祈
祷
が
数
日
に
わ
た
っ
て
な
さ
れ
る
。
祈
祷
に
つ
い
て
は
後
述
す

る
。
十
四
日
条
に
み
え
る
撫
物
と
は
依
頼
者
か
ら
祈
祷
者
に
預
け
て
、
祈
祷
後
に
返
却
さ
れ
る
、
祈
祷
し
た
と
い
う
証
明
で
あ
る
。
同
日
条

に
は
有
情
朝
臣
か
ら
撫
物
が
届
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
貞
成
自
身
の
祈
祷
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
祈
祷
者
は
葛
川
（
河
）
験
者
が
室
町
殿

か
ら
送
ら
れ
て
い
る
の
を
除
く
と
、
伏
見
宮
で
手
配
し
て
い
る
。
算
置
法
師
は
安
居
院
移
住
の
の
ち
も
祈
祷
を
し
て
い
る
。
三
井
寺
大
心
院

の
験
者
で
、
五
月
二
十
四
日
条
に
よ
れ
ば
伏
見
宮
が
所
縁
を
た
よ
っ
て
召
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑫
五
月
二
十
三
日
条
ｌ
「
未
明
被
告
、
安
久
居
へ
已
入
申
、
可
被
見
之
由
被
示
、
則
参
、
安
久
居
移
住
也
、
［
葛
河
験
者
、
↑
今
日
退
出
云
々
］

（
中
略
）
顔
色
ハ
更
死
相
不
見
如
平
生
、
邪
気
之
間
如
此
獄
（
中
略
）
参
事
隠
密
之
儀
也
、
至
夜
又
参
」

同
二
十
四
日
条
ｌ
「
内
裏
祈
療
御
助
成
三
千
疋
被
進
、
御
心
安
為
悦
（
中
略
）
抑
三
井
寺
大
真
院
験
者
有
名
望
、
価
以
所
縁
召
寄
参
、
安
久

久
居
（
是
又
寺
院
、
長
松
院
事
也
）
殿
給
今
日
御
円
寂
云
々
、
入
江
殿
御
相
続
者
、

⑬
五
月
二
十
八
日
条
ｌ
「
早
旦
入
江
殿
危
急
之
由
被
告
、
南
御
方
、
春
日
馳
参
、

申
と
も
と
面
々
申
之
間
帰
云
々
、
其
後
聴
事
切
之
由
被
告
、
悲
泣
之
外
無
也
、

伊
予
雛
参
、
片
時
対
面
、
新
三
位
為
勅
使
被
仰
下
」

『
建
内
記
」
五
月
二
十
八
日
条
ｌ
「
入
江
殿
（
三
時
知
恩
院
事
也
、
黒
衣
比
丘
尼
、

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
移
倖

算
置
法
師
の
こ
と
で
あ
る
。

同
二
十
四
日
条
ｌ
「
内
裏
拓

居
伺
候
、
自
今
夕
御
加
持
申
」

同
二
十
六
日
条
ｌ
「
験
者
一

同
二
十
六
日
条
ｌ
「
験
者
二
人
自
公
方
今
朝
被
進
、
邪
気
之
間
不
思
議
二
も
本
復
念
願
無
極
」

（
事
項
）
五
月
二
十
三
日
、
入
江
殿
安
居
院
に
移
住
す
る
。
安
居
院
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
史
料
中
に
安
久
居
と
あ
る
が
安
居
院
と
同
じ

）
の
と
考
え
ら
れ
る
。
移
住
し
た
あ
と
禁
裏
か
ら
祈
療
の
助
成
が
あ
り
、
祈
療
も
行
わ
れ
て
い
る
。
三
井
寺
大
真
院
験
者
と
は
十
四
日
条
の

暫
時
被
帰
、
御
息
通
許
御
式
也
（
中
略
）
臨
終
之
際
不
披
見

生
年
廿
六
歳
也
（
中
略
）
内
裏
へ
告
申
之
間
、
典
侍
、
勾
当
、

伏
見
宮
御
女
、
禁
裏
御
妹
也
）
（
１
）
日
来
病
悩
給
、
価
退
安

室
町
殿
御
女
、
元
来
御
入
室
御
少
年
也
」
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（
Ａ
）
の
公
方
医
師
は
、
公
方
す
な
わ
ち
室
町
殿
か
ら
派
遣
さ
れ
た
医
師
で
あ
る
こ
と
を
指
す
。
彼
に
つ
い
て
は
当
該
期
の
記
録
「
建
内
記
』

（
皿
）

嘉
吉
元
年
二
四
四
一
）
三
月
二
十
一
日
条
に
公
方
か
ら
禁
裏
に
進
め
ら
れ
た
「
清
阿
弥
」
な
る
医
師
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
彼
も
二
日

（
吃
）

後
の
同
記
録
で
は
す
で
に
「
禁
裏
御
医
師
」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
禁
裏
医
師
に
せ
よ
、
公
方
医
師
に
せ
よ
固
定
し
た
立
場
で
あ

る
と
は
い
い
が
た
く
、
確
実
な
比
定
は
で
き
な
い
。

（
喝
）

伏
見
宮
が
派
遣
し
た
茂
成
は
新
村
の
比
定
に
よ
れ
ば
、
和
気
茂
成
、
の
ち
の
明
茂
で
、
治
部
卿
、
典
薬
頭
、
和
気
明
成
の
子
で
あ
る
。
『
言

（
Ｍ
）

国
卿
記
」
文
明
八
年
二
四
七
六
）
五
月
十
九
日
条
に
「
半
井
二
位
（
ア
キ
モ
チ
）
」
と
あ
る
が
、
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。
「
経
嗣
卿
記
』
応
永

（
鴫
）

二
十
二
年
二
四
一
五
）
十
月
二
十
九
日
条
に
侍
医
と
し
て
み
え
る
の
を
初
見
に
、
永
享
年
間
か
ら
嘉
吉
年
間
に
か
け
て
典
薬
頭
と
し
て
頻
出

し
て
い
る
。
（
Ａ
）
の
記
載
で
は
公
方
か
ら
の
医
師
と
な
ら
ん
で
「
自
是
」
進
め
た
医
師
と
あ
り
、
伏
見
宮
家
が
入
江
殿
に
派
遣
し
た
医
師
で

（
肥
）

あ
る
。
『
看
聞
御
記
」
永
享
四
年
二
四
三
二
）
正
月
一
日
条
以
来
、
伏
見
宮
家
で
白
散
を
献
上
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
正
月
の
儀

る
と
は
い
い
が
た
く
、
確
圭
蚕

（
イ
）
茂
成
は
だ
れ
か

（
｜
）
治
療
者
の
派
遣

こ
こ
で
は
課
題
（
１
）
と
し
た
医
師
の
派
遣
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
最
初
に
、
記
録
中
に
み
ら
れ
る
医
師
の
人
名
比
定
を
行
う
。

（
Ａ
）
の
公
方
と
伏
見
宮
家
か
ら
の
医
師
、
（
Ｅ
）
の
照
善
、
（
Ｇ
）
の
頼
豊
が
人
名
比
定
の
可
能
な
医
師
で
、
こ
れ
ら
の
医
師
は
⑧
ま
で
の

再
発
前
と
再
発
後
の
は
じ
め
に
集
中
し
て
み
ら
れ
る
。
彼
ら
が
諸
方
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

同
記
六
月
六
日
条
ｌ
「
入
江
殿
方
丈
去
廿
九
日
御
事
也
、
今
日
於
泉
涌
寺
御
葬
礼
云
々
‐

（
事
項
）
五
月
二
十
八
日
、
入
江
殿
死
去
。
葬
儀
は
六
月
六
日
に
行
わ
れ
る
。

（
ア
）
公
方
医
師
は
だ
れ
か

一
闘
病
記
録
の
考
察
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礼
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
伏
見
宮
家
に
伺
候
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
「
看
間
御
記
』
に
は
白
散
を
茂
成

が
献
上
し
た
記
事
が
み
え
な
い
が
、
永
享
四
年
（
一
四
一
三
）
の
記
事
に
は
割
注
で
彼
の
名
前
と
官
職
が
記
載
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ま
で
は
彼

（
Ⅳ
）

の
献
上
が
先
例
で
な
か
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
ま
た
、
嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）
正
月
の
白
散
献
上
に
も
彼
の
名
前
が
あ
る
。
こ
の
間
に
は

（
肥
）

嘉
吉
の
乱
を
は
さ
ん
で
い
る
が
、
比
較
的
長
期
に
わ
た
っ
て
伏
見
宮
家
に
伺
候
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
伏
見
宮
家
に
は
入
江
殿
以
外
に
も

（
心
）

親
王
が
お
り
、
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
当
時
に
は
貞
成
親
王
を
含
め
て
、
そ
れ
ら
の
診
察
を
彼
に
担
当
さ
せ
て
い
る
。
伏
見
宮
家
と
か
か
わ

親
王
が
お
り
、
嘉
吉
一
聖

り
の
深
い
医
師
で
あ
る
。

（
ウ
）
照
善
は
だ
れ
か

（
帥
）

（
Ｅ
）
の
照
善
は
、
三
木
栄
の
比
定
に
よ
れ
ば
竹
田
昭
慶
の
異
名
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
「
看
聞
御
記
」
永
享
十
年
（
一
四
三
八
）
正

（
皿
）

月
一
日
条
の
記
事
に
は
、
「
照
善
（
昌
耆
子
自
旧
冬
可
奉
公
令
申
参
）
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
こ
こ
で
の
照
善
は
竹
田
昭
慶
と
は
別
人

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
記
事
に
よ
る
と
父
昌
耆
が
茂
成
ら
と
と
も
に
、
伏
見
宮
家
に
対
し
て
白
散
を
は
じ
め
て
献
上
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
こ
で
い
う
奉
公
は
父
と
と
も
に
伏
見
宮
家
に
出
仕
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
医
師
と
し
て
照
善
が
み
ら
れ
る

（
犯
）

の
は
同
記
永
享
九
年
（
一
四
三
七
）
十
二
月
七
日
条
、
同
八
日
条
で
竹
田
昌
耆
と
と
も
伏
見
宮
に
参
上
し
て
い
る
の
が
最
初
で
あ
る
。
同
年
十

（
鰯
）

一
月
二
十
五
日
条
に
「
夜
宮
内
卿
法
師
照
善
参
、
得
度
之
後
初
参
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
頃
に
僧
医
と
し
て
生
活
し
は
じ
め
た

さ
て
、
彼
の
見
舞
い
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
禁
裏
か
ら
美
物
が
届
き
、
そ
れ
と
な
ら
ん
で
良
薬
を
進
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
診

察
し
た
の
で
は
な
く
禁
裏
の
美
物
と
と
も
に
良
薬
を
進
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
禁
裏
か
ら
の
美
物
は
、
天
皇
の
回
復
と
入
江
殿
の
御
祈

に
合
わ
せ
た
贈
答
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
内
裏
か
ら
の
贈
答
の
記
事
と
竹
園
か
ら
の
も
の
の
記
事
と
の
間
に
「
良
薬
照
善
持
参
」
と
記
載

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
良
薬
は
入
江
殿
に
直
接
進
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く
伏
見
宮
に
贈
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
今
回
の
も
の
は
治

療
の
た
め
の
医
薬
と
は
異
な
る
性
格
が
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

一
月
二
十
五
［

よ
う
で
あ
る
。
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（
エ
）
頼
豐
は
だ
れ
か

照
善
の
良
薬
進
上
か
ら
二
週
ほ
ど
の
ち
の
再
発
以
後
の
医
師
と
し
て
、
人
名
の
記
述
が
み
ら
れ
る
の
は
さ
き
の
茂
成
と
頼
豊
朝
臣
で
あ
る
。

（
弱
）

『
建
内
記
』
に
み
え
る
嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）
正
月
の
叙
位
で
は
、
和
気
茂
成
と
な
ら
ん
で
正
三
位
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
茂
成
が
「
前

典
薬
頭
也
」
、
頼
豊
は
「
典
薬
頭
也
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
⑨
の
条
文
に
は
「
自
公
方
被
懸
御
意
、
連
々
医
師
被
進
被
尋
申
」
と
あ
り
、
室

町
殿
側
か
ら
の
援
助
が
行
わ
れ
て
い
る
。
（
Ｇ
）
の
頼
豊
は
そ
の
中
で
公
方
か
ら
派
遣
さ
れ
た
医
師
で
あ
っ
た
。
⑨
に
は
さ
ら
に
「
良
薬
可
調

進
之
由
、
自
公
方
被
仰
云
々
」
と
あ
る
。
頼
豊
は
丹
波
頼
豊
で
、
『
看
聞
御
記
」
で
は
永
享
四
年
（
一
四
三
二
）
五
月
か
ら
嘉
吉
三
年
（
一
四
四

（
恥
）

三
）
十
二
月
ま
で
し
ば
し
ば
医
師
と
し
て
頻
出
し
て
い
る
。
「
建
内
記
』
嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）
五
月
十
五
日
条
な
ど
で
小
森
と
さ
れ
て
い
る

（
”
）

頼
豊
は
、
小
森
本
丹
波
氏
系
図
に
よ
れ
ば
「
典
薬
頭
中
務
大
輔
従
三
位
宮
内
卿
、
母
、
、
、
施
薬
院
使
、
越
前
国
小
森
保
地
頭
職
、
播
磨
国

大
幡
庄
、
摂
津
国
中
条
内
大
同
名
領
知
了
」
と
あ
る
。
頼
豊
は
丹
波
嫡
流
で
は
な
く
、
彼
以
後
そ
の
一
流
は
地
頭
職
を
保
有
し
て
い
た
小
森

庄
か
ら
小
森
姓
を
名
乗
る
。
今
回
の
入
江
殿
闘
病
に
つ
い
て
は
公
方
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
「
看
聞
御
記
』
永
享
十
年
（
一

（
瀦
）

四
三
八
）
六
月
か
ら
同
年
九
月
に
か
け
て
、
ま
た
嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）
五
月
に
も
禁
裏
、
伏
見
宮
家
の
親
王
の
診
察
に
あ
た
っ
て
い
る
。

こ
の
と
き
に
は
、
公
方
か
ら
派
遣
さ
れ
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
入
江
殿
に
公
方
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
の
は
、
偶
然
そ
の
と
き

に
室
町
殿
か
ら
命
じ
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

う
に
、
そ
（

い
え
な
い
。

こ
の
日
、
（
Ｄ
）
の
湯
立
て
神
事
で
吉
瑞
が
み
ら
れ
た
の
で
一
応
の
見
舞
い
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
同
日
に
は
同
母
兄
弟
で
あ
る
竹
園

か
ら
も
見
舞
い
が
な
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
照
善
の
良
薬
は
単
純
に
治
療
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
見
舞
品
と
し
て
の
性
格
が
あ
る
。
中

（
型
）

世
後
期
の
公
家
社
会
に
お
い
て
、
見
舞
品
の
贈
答
は
む
し
ろ
病
が
期
待
さ
れ
る
経
過
を
た
ど
っ
た
と
き
に
行
わ
れ
る
。
事
実
、
⑦
に
み
る
よ

う
に
、
そ
の
あ
と
し
ば
ら
く
は
小
康
状
態
を
保
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
見
舞
品
の
贈
答
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
医
師
は
医
療
行
為
の
担
当
者
と
は
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（
オ
）
医
師
を
派
遣
し
た
伏
見
宮
家
、
室
町
殿

以
上
み
た
よ
う
に
、
入
江
殿
を
診
察
し
た
医
師
は
、
伏
見
宮
か
ら
和
気
茂
成
、
公
方
か
ら
某
抱
え
医
師
、
丹
波
頼
豊
な
ど
で
あ
る
。
当
時
、

最
高
と
も
い
え
る
医
師
団
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
か
ら
抱
え
の
医
師
を
遣
わ
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き

で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
ら
は
必
ず
し
も
官
医
と
し
て
皇
室
の
一
員
た
る
入
江
殿
を
治
療
し
て
い
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
、
入
江
殿
発
病
に
よ
っ

て
新
た
に
呼
び
集
め
ら
れ
た
わ
け
で
も
な
い
。
長
期
に
わ
た
り
、
し
か
も
助
か
ら
な
か
っ
た
こ
の
闘
病
記
録
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
さ
さ
え
た

の
は
親
戚
筋
で
あ
る
禁
裏
や
伏
見
宮
と
な
ら
ん
で
、
医
療
も
祈
療
に
お
い
て
も
室
町
将
軍
家
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
。
当
時
、
室
町
殿
を

（
調
）

頂
点
に
し
た
武
家
の
有
力
者
が
、
し
ば
し
ば
公
家
の
諸
行
事
に
援
助
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
皇
女
で
あ
る
か
ら
と
い
う
公
的
な
性
格
を
持

つ
も
の
で
は
な
く
、
室
町
殿
が
自
分
の
抱
え
て
い
る
侍
医
や
験
者
を
遣
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
五
月
十
五
日
条
に
は
南
御
方
が
室
町
殿
に
、

こ
れ
ま
で
の
援
助
に
対
す
る
礼
に
向
か
っ
て
い
る
記
事
が
み
ら
れ
る
。
皇
室
へ
の
幕
府
か
ら
の
公
的
な
援
助
で
あ
れ
ば
、
実
母
が
こ
う
い
っ

た
礼
を
す
る
必
要
は
な
く
、
公
家
側
の
担
当
者
が
行
う
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
頼
豊
の
派
遣
は
依
頼
、
も
し
く
は
好
意
に
よ
る
私
的
な
協
力

そ
こ
で
、
当
時
は
、
足
利
義
教
の
意
向
が
彼
ら
の
生
活
に
も
影
を
落
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
看
聞
御
記
』
永
享
十
年
（
一
四
三
八
）
四

（
瓠
）

月
一
日
条
に
は
「
予
脚
気
之
式
、
委
細
有
御
尋
（
中
略
）
医
師
茂
成
朝
臣
参
之
由
申
云
々
、
昌
耆
近
頃
医
道
廃
置
之
由
、
公
方
申
入
云
云
、
価

療
治
申
事
隠
密
也
、
然
而
不
可
有
隠
事
也
（
中
略
）
医
師
ハ
茂
成
朝
臣
参
、
針
ハ
昌
耆
時
々
参
之
由
、
あ
り
の
ま
易
申
、
此
趣
便
宜
二
可
有
御

披
露
之
由
遣
書
状
了
、
抑
自
公
方
美
物
済
々
賜
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
貞
成
親
王
の
脚
気
に
対
し
て
昌
耆
を
呼
ぶ
と
こ
ろ
だ
が
、
彼
は
公

会
の
中
の
存
在
で
あ
っ
た
。

（
力
）
室
町
殿
と
医
師
の
関
係
ｌ
足
利
義
教
の
支
配
に
つ
い
て

こ
こ
で
、
医
師
た
ち
と
最
大
の
権
門
で
あ
っ
た
室
町
殿
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、
私
的
な
関
係
で
貴
顕
に
伺
候
す
る
医
師
も
、
室

（
帥
）

町
殿
の
支
配
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
。
医
師
も
医
療
だ
け
で
な
く
公
家
社
会
の
日
常
生
活
に
深
く
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
、
京
都
公
家
社

と
い
津
え
よ
テ
フ
。
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方
か
ら
医
道
廃
置
を
申
し
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
茂
成
が
参
上
し
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
た
と
い
う
。
だ
か
ら
彼
の
治
療
を
受
け
て

い
る
こ
と
は
隠
密
で
あ
る
。
し
か
し
、
医
師
を
茂
成
に
針
を
昌
耆
に
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
、
正
直
に
室
町
殿
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
と
り
は

か
ら
っ
た
。
そ
う
し
た
ら
室
町
殿
が
美
物
を
贈
っ
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
件
に
つ
い
て
室
町
殿
が
認
め
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
の
記
事
は
室
町
殿
が
昌
耆
の
医
業
に
つ
い
て
廃
止
の
権
限
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
医
道
廃
置
の
記
事
は
将
軍
と
し
て
の
公
的
権
限
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
当
時
、
足
利
義
教
が
個
人
的
な
感

情
で
公
武
の
さ
ま
ざ
ま
な
人
に
強
圧
を
加
え
て
い
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
公
家
の
診
察
を
し
、
ま
た
日
常
的
な
付
き
合
い
に
も
参
加
し

て
い
た
こ
れ
ら
の
医
師
も
、
当
然
そ
れ
ら
と
同
様
に
義
教
の
圧
力
の
下
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
医
師
た
ち
が
室

町
殿
の
政
治
的
支
配
を
受
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
と
、
伏
見
宮
な
ど
貴
顕
の
患
者
に
伺
候
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
キ
）
個
人
的
に
医
師
を
抱
え
る
あ
り
か
た

派
遣
の
関
係
が
私
的
な
問
題
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
貴
顕
が
医
師
を
抱
え
る
あ
り
か
た
も
私
的
な
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
侍
医
」

と
い
う
公
的
な
立
場
が
そ
こ
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
当
該
の
疽
瘡
流
行
時
に
は
、
た
と
え
ば
丹
波
本
流
の
盛
長
は
む
し
ろ
万
里
小
路
家

（
お
）
（
兜
）

に
伺
候
し
て
い
る
。
彼
は
、
前
述
の
嘉
吉
三
年
二
四
四
三
）
正
月
の
叙
位
で
は
従
四
位
と
さ
れ
て
お
り
、
『
康
富
記
」
同
年
五
月
二
日
条
で

は
施
薬
院
使
と
し
て
で
て
く
る
人
物
で
あ
る
。
こ
の
盛
長
と
万
里
小
路
の
関
係
も
、
や
は
り
役
向
き
に
よ
る
治
療
で
は
な
く
、
個
人
的
依
頼

に
よ
る
私
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
庖
瘡
が
流
行
中
で
あ
る
「
建
内
記
」
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
四
月
二
十
四
日
、
二
十
五
日
条
、
同
二

（
認
）

十
五
日
紙
背
「
盛
長
書
状
」
に
闘
病
記
録
が
み
え
る
。
万
里
小
路
時
房
の
息
、
成
房
が
疽
瘡
に
か
か
り
、
丹
波
盛
長
に
治
療
さ
せ
て
い
る
記

（
調
）

事
で
あ
る
。
最
初
の
四
月
二
十
四
日
条
に
「
武
術
赤
斑
瘡
良
薬
乞
盛
長
朝
臣
［
大
膳
権
大
夫
］
、
与
加
減
怪
怪
湯
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
そ

（
認
）

こ
で
服
用
し
た
の
で
あ
る
が
、
翌
二
十
五
日
条
で
は
「
佐
赤
斑
瘡
良
薬
昨
日
［
加
減
猩
々
湯
］
盛
長
朝
臣
与
之
、
用
之
処
有
痢
気
、
相
尋
之

（
詔
）

処
可
然
事
也
云
々
」
と
し
て
服
用
後
の
症
状
に
つ
い
て
た
ず
ね
て
い
る
。
そ
こ
で
盛
長
は
二
十
五
日
紙
背
に
み
ら
れ
る
返
事
を
そ
え
て
、
同

（
錦
）

二
十
五
日
条
の
加
減
人
参
湯
を
下
痢
止
め
と
し
て
送
っ
て
き
た
。
盛
長
と
万
里
小
路
家
の
関
係
は
、
さ
ほ
ど
以
前
か
ら
の
も
の
で
は
な
く
『
建
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（
弘
）

内
記
』
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
三
月
四
日
条
に
よ
れ
ば
、
記
主
時
房
の
息
万
里
小
路
成
房
の
病
に
、
新
少
納
言
岡
崎
周
茂
の
紹
介
で
招
い
て

い
る
の
が
最
初
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
の
ち
、
彼
は
、
ち
ょ
う
ど
入
江
殿
の
闘
病
と
同
じ
時
期
か
ら
、
万
里
小
路
家
の
人
び
と
の
治
療
を
行

（
躯
）

っ
て
い
る
。
三
月
二
十
四
日
条
に
は
「
官
女
違
例
只
同
体
歎
、
黄
岑
湯
只
風
薬
歎
、
若
是
出
現
物
之
序
歎
、
近
日
流
布
之
間
不
審
也
、
価
先

用
梨
皮
煎
物
井
紫
根
等
、
又
示
盛
長
朝
臣
許
之
処
、
参
宮
留
守
也
、
然
而
自
留
守
与
良
薬
（
く
わ
か
う
た
う
云
々
）
」
と
あ
る
。
万
里
小
路
方
官

女
の
病
に
薬
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
盛
長
が
留
守
で
あ
っ
た
た
め
、
留
守
宅
か
ら
薬
が
届
い
て
い
る
。
こ
の
庖
瘡
流
行
中
、

万
里
小
路
家
に
は
そ
れ
以
外
の
医
師
の
治
療
の
記
事
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
庖
瘡
の
流
行
が
一
段
落
し
た
あ
と
も
、
し

ば
ら
く
は
万
里
小
路
家
は
そ
の
医
療
を
彼
に
一
任
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
弱
）

こ
の
よ
う
に
公
家
が
自
分
の
手
元
に
医
師
を
抱
え
て
い
た
例
証
は
室
町
時
代
の
別
の
記
録
に
も
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
『
親
長
卿
記
』
文

（
師
）

明
六
年
二
四
七
四
）
十
二
月
六
日
条
に
よ
れ
ば
、
内
侍
所
の
年
老
い
た
刀
自
が
病
に
た
お
れ
て
内
侍
所
御
神
楽
の
日
時
が
問
題
に
な
っ
た
こ

と
が
あ
っ
た
。
彼
に
は
な
ん
ら
か
の
役
目
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
「
彼
一
類
之
外
無
他
人
」
で
あ
っ
て
交
替
す
べ
き
人
材
が
い
な
い
。
本

来
な
ら
ば
十
九
日
に
行
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
十
三
日
で
あ
れ
ば
彼
も
ま
だ
生
き
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
医
師
に
診
察
さ
せ
よ
う
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
三
条
西
実
隆
か
ら
林
五
郎
左
衛
門
な
る
胄
侍
が
「
為
医
師
、
価
召
遣
了
」
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
三
条
西
家

に
伺
候
す
る
青
侍
に
、
た
ま
た
ま
医
療
技
術
が
あ
っ
た
も
の
か
、
医
師
を
胄
侍
と
し
て
い
た
も
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
自
分
の
手
元
か

ら
医
療
行
為
を
し
う
る
人
材
を
他
者
に
派
遣
し
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
当
時
の
貴
顕
が
医
師
を
抱
え
て
い
る
事
例
が
み
ら
れ
、
そ
れ
が
場

合
に
よ
っ
て
は
他
人
の
治
療
の
た
め
に
派
遣
す
る
の
で
あ
る
。
入
江
殿
の
闘
病
に
対
す
る
伏
見
宮
家
、
室
町
殿
の
援
助
は
こ
う
い
っ
た
も
の

（
ク
）
貴
顕
の
抱
え
医
師
の
出
自

さ
て
、
こ
れ
ら
の
抱
え
医
師
は
ど
の
よ
う
な
人
び
と
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
茂
成
、
頼
豐
な
ど
は
和
気
、
丹
波
の
高
位
の
医
家
の
出
身
で
あ

る
。
室
町
殿
や
伏
見
宮
が
当
時
の
最
高
の
権
門
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
は
当
然
で
あ
る
。
た
だ
、
さ
き
の
三
条
西
家
の
青
侍
の
よ
う
に
、
か

と
考
え
ら
れ
る
。
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入
江
殿
闘
病
に
対
し
て
は
、
室
町
殿
か
ら
公
方
医
師
、
丹
波
頼
豊
、
実
家
で
あ
る
伏
見
宮
家
か
ら
和
気
茂
成
が
派
遣
さ
れ
た
。
彼
ら
は
典

薬
頭
、
施
薬
院
使
な
ど
を
務
め
る
よ
う
な
高
名
な
医
師
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
個
人
的
に
伺
候
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら

は
官
医
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
私
的
な
事
情
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
抱
え
医
師
は
、
患
者
と
の
関
係

が
私
的
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
か
な
ら
ず
し
も
高
位
の
医
家
の
出
身
に
は
限
定
さ
れ
な
か
っ
た
。

当
時
の
有
力
者
が
個
別
に
医
師
を
抱
え
て
お
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
を
他
人
の
闘
病
に
遣
わ
す
医
療
の
あ
り
か
た
を
み
る
こ
と
が
で

き
た
。

（
錦
）

な
ら
ず
し
も
高
名
な
医
家
の
出
身
に
は
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
新
村
は
、
中
世
に
は
そ
れ
ま
で
高
い
権
威
を
持
っ
て
お
り
、
貴
顕
の

診
療
を
独
占
し
て
い
た
和
気
、
丹
波
だ
け
で
な
く
民
間
医
が
貴
顕
の
診
療
に
あ
た
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
ま
で
み

た
よ
う
に
医
師
と
患
者
が
私
的
な
関
係
で
あ
る
た
め
、
和
気
、
丹
波
だ
け
が
特
別
と
い
う
扱
い
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
粥
）

そ
こ
で
、
良
く
も
悪
く
も
色
々
な
医
師
が
記
録
さ
れ
る
。
「
看
聞
御
記
」
応
永
二
十
四
年
（
一
四
一
七
）
二
月
七
日
条
に
は
「
異
様
之
医
師

参
、
新
主
以
前
被
御
覧
者
也
、
価
召
御
前
被
取
御
脈
、
献
良
薬
」
と
い
う
異
様
の
医
師
な
る
あ
や
し
げ
な
人
物
が
み
ら
れ
る
が
、
以
前
に
み

た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
診
察
さ
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
医
療
現
場
で
は
、
と
き
に
こ
の
よ
う
な
名
の
知
れ
な
い
医
師
が
貴

顕
の
治
療
に
あ
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
高
名
な
医
師
と
さ
れ
る
人
物
も
、
な
ん
ら
か
の
機
会
に
貴
顕
を
治
癒
さ
せ
た

功
績
に
よ
っ
て
名
を
な
し
た
と
さ
れ
る
も
の
が
多
い
。
当
時
の
患
者
と
医
師
の
関
係
が
官
僚
機
構
と
は
別
の
私
的
な
関
係
で
あ
る
か
ら
、
出

自
に
か
か
わ
ら
ず
医
師
が
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
さ
ら
に
医
療
行
為
は
結
果
が
は
っ
き
り
わ
か
る
技
術
で
あ
る
が
た
め
に
、
そ
の
結
果
さ

え
だ
せ
ば
高
い
評
価
が
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
ケ
）
節
の
ま
と
め
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（
二
）
医
療
と
祈
療
の
選
択
に
つ
い
て

こ
こ
で
は
、
⑨
以
降
の
入
江
殿
の
闘
病
の
後
半
に
集
中
し
て
記
録
さ
れ
た
祈
療
の
考
察
と
、
同
時
期
の
『
建
内
記
』
に
み
ら
れ
る
闘
病
記

録
と
の
対
照
に
よ
っ
て
、
問
題
点
（
２
）
の
医
療
と
祈
療
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
③
の
（
Ｃ
）
、
お
よ
び
⑧
の
四
月
十
三
日
条
に

は
稲
荷
祭
の
記
事
が
あ
る
。
（
Ｃ
）
に
は
町
人
に
神
の
崇
り
が
か
か
っ
て
い
る
た
め
に
行
わ
れ
る
と
あ
る
。
「
天
下
流
布
」
の
病
が
神
の
崇
り

と
し
て
広
く
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
ア
）
入
江
殿
の
た
め
の
泰
山
府
君
祭

入
江
殿
に
な
さ
れ
た
祈
療
は
、
占
い
の
類
を
含
め
て
四
月
二
十
一
日
以
降
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
み
ら
れ
る
。
四
月
二
十
一
日
に
は
長
谷

参
詣
に
向
か
う
典
侍
に
入
江
殿
祈
祷
を
依
頼
し
た
。
「
令
本
復
者
御
主
可
参
詣
之
由
」
と
は
、
禁
裏
の
実
家
で
あ
る
伏
見
宮
家
な
ら
で
は
の
約

束
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
典
侍
へ
の
個
人
的
依
頼
で
あ
っ
て
、
国
家
的
な
祈
祷
事
業
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
さ

き
に
み
ら
れ
る
祈
療
も
、
私
的
な
依
頼
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
翌
二
十
二
日
に
は
土
御
門
に
泰
山
府
君
祭
に
つ
い
て
依
頼
し
て
い

る
。
（
Ｈ
）
に
よ
れ
ば
、
小
泰
山
府
君
が
陰
陽
頭
土
御
門
有
重
に
依
頼
さ
れ
て
い
る
。
二
十
九
日
に
は
修
法
を
行
っ
た
証
明
で
あ
る
「
撫
物
」

が
土
御
門
か
ら
届
い
て
お
り
、
相
談
が
あ
っ
た
当
日
か
ら
開
始
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
泰
山
府
君
祭
は
、
泰
山
に
住
む
と
さ
れ
た
、
世
の
中
の
動
き
、
人
の
生
死
に
関
係
す
る
北
極
星
を
祭
る
修
法
で
あ
り
、
国
家
安
寧
な

（
皿
）

ど
の
大
き
な
目
的
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
我
が
国
で
は
閻
魔
天
と
習
合
し
、
当
時
で
は
貴
顕
の
病
に
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
。

（
抑
）

「
看
聞
御
記
』
応
永
二
十
四
年
（
一
四
一
七
）
四
月
二
日
条
に
は
仙
洞
の
病
悩
に
お
い
て
行
わ
れ
た
泰
山
府
君
祭
の
記
事
が
あ
る
。
こ
の
と
き

「
於
仙
洞
被
祭
事
無
先
例
」
と
い
う
理
由
で
陰
陽
師
宅
で
行
わ
れ
た
。
貞
成
親
王
は
先
例
を
引
き
出
し
て
、
割
注
に
「
（
泰
山
府
君
於
仙
洞
被
祭

事
有
所
見
、
文
保
元
年
七
月
十
七
日
依
伏
見
院
御
悩
、
長
親
朝
臣
如
法
泰
山
府
君
於
持
明
院
殿
祭
之
由
、
在
心
日
御
記
、
先
規
勿
論
也
、
不
勘
先
例
歎
如

何
）
」
と
記
し
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
も
貴
顕
の
病
に
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
仙
洞
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
修
法
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
人
の
生
死
に
か
か
わ
る
修
法
で
あ
る
か
ら
、
病
の
と
き
に
こ
れ
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
病
が
重
篤
で
あ
る
こ
と
を
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療
を
優
先
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
ウ
）
祈
療
よ
り
薬
が
記
録
さ
れ
た
万
里
小
路
家

一
方
、
前
述
の
万
里
小
路
に
伺
候
し
た
盛
長
の
治
療
に
は
、
与
え
ら
れ
た
薬
が
は
っ
き
り
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
入
江
殿
の
闘
病
記
録
に

用
い
ら
れ
た
薬
の
具
体
的
名
称
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
に
比
べ
て
、
同
じ
時
期
の
庖
瘡
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
、
同
時
期
の
『
建
内
記
」

ま
た
、
見
と
お
し
と
い
う
陰
陽
師
に
入
江
殿
の
邪
気
に
つ
い
て
た
ず
ね
て
お
り
、
山
王
神
社
で
は
猿
食
物
の
神
事
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
積
極
的
な
祈
療
と
い
う
よ
り
も
占
い
の
類
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
⑪
に
は
公
方
か
ら
、
古
来
武
家
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
葛
川
験
者
が
、

加
持
の
た
め
派
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
み
え
る
。
同
十
六
日
条
に
は
、
こ
の
葛
川
験
者
に
よ
る
祈
祷
に
よ
っ
て
、
庖
瘡
を
引
き
起
こ
し
て
い

る
邪
気
が
「
邪
気
顕
悪
口
」
と
姿
を
現
し
た
と
記
録
し
て
お
り
、
そ
れ
を
奇
特
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
。
広
範
な
流
行
を
み
た
と
思
わ
れ
る

こ
の
と
き
の
庖
瘡
が
、
人
び
と
に
そ
の
原
因
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
の
憶
測
を
呼
ん
だ
こ
と
は
容
易
に
推
察
し
う
る
が
、
こ
れ
ら
祈
祷
の
大
き

な
部
分
は
、
そ
の
邪
気
が
何
で
あ
る
か
を
認
識
す
る
た
め
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
⑪
に
は
祈
療
の
ほ
か
に
は
手
段
が
な
く
な
っ
た
と
記
さ

れ
て
い
る
。
実
際
、
こ
こ
か
ら
さ
き
は
祈
療
の
記
事
ば
か
り
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
入
江
殿
闘
病
の
後
半
で
特
徴
的
な
の
は
、
こ
の
、
祈

⑩
に
は
こ
の
修
法
の
費
用
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
「
千
疋
、
五
百
疋
、
三
百
疋
に
て
も
、
七
ヶ
日
行
也
」
と
あ
る
。
公
方
で
は
三
千

疋
で
四
季
に
行
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
宮
家
で
は
五
百
疋
で
行
っ
た
。
こ
れ
ら
祈
療
費
用
は
約
一
月
後
、
病
が
危
篤
と
な
っ
た
五
月
二

十
四
日
条
に
よ
れ
ば
、
禁
裏
か
ら
ま
と
め
て
三
千
疋
の
助
成
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
イ
）
入
江
殿
の
邪
気
を
占
う
験
者

五
月
十
二
日
条
に
は
「
祈
療
之
外
者
無
葱
所
」
と
い
う
あ
り
さ
ま
と
な
り
、
十
四
日
算
置
法
師
が
三
井
寺
か
ら
呼
ば
れ
て
、
祈
祷
を
し
て

い
る
。
こ
の
日
算
置
法
師
に
は
、
入
江
殿
の
邪
気
に
つ
い
て
の
下
問
が
あ
り
、
そ
の
日
の
う
ち
に
撫
物
が
遣
わ
さ
れ
、
祈
祷
が
命
じ
ら
れ
て

示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

いい

る る
00
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嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
に
み
ら
れ
る
万
里
小
路
家
の
人
び
と
の
闘
病
記
録
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
薬
名
の
記
載
が
あ
る
。

（
別
）

ま
ず
、
盛
長
と
万
里
小
路
家
の
医
療
の
関
係
の
最
初
の
記
録
で
あ
る
三
月
五
日
条
に
は
、
加
減
人
参
順
気
散
が
、
万
里
小
路
時
房
の
息
、

（
洲
）
（
虹
）

成
房
に
与
え
ら
れ
て
い
る
、
同
二
十
四
日
条
に
は
官
女
に
黄
苓
湯
、
怪
怪
湯
が
み
ら
れ
、
四
月
五
日
条
に
は
盛
長
の
与
え
た
薬
で
は
な
い
が
、

（
粥
）

枳
実
湯
、
四
物
湯
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
の
ち
も
、
成
房
が
赤
斑
瘡
と
な
っ
た
四
月
二
十
四
日
条
に
は
、
盛
長
に
よ
っ
て
加
減
怪
怪
湯
、
翌
日

（
蝿
）

に
は
加
減
人
参
湯
が
与
え
ら
れ
た
。
六
月
十
九
日
条
に
は
、
誰
に
よ
る
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
胄
侍
時
富
の
赤
斑
瘡
に
金
露
円
、
木
香

順
気
円
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
『
建
内
記
」
に
は
祈
療
の
記
述
よ
り
も
投
薬
の
記
述
の
方
が
は
る
か
に
多
く
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
エ
）
入
江
殿
と
万
里
小
路
家
の
比
鮫

（
妬
）

『
建
内
記
」
に
登
場
す
る
医
療
に
は
薬
に
よ
る
治
療
が
多
い
。
た
だ
し
、
さ
き
の
、
万
里
小
路
家
官
女
の
闘
病
記
事
に
は
黄
苓
湯
が
風
薬
で

あ
る
と
か
、
時
房
か
ら
加
え
て
ほ
し
い
薬
を
医
師
、
盛
長
に
申
し
遣
わ
し
て
い
る
こ
と
が
み
え
る
か
ら
、
記
主
で
あ
る
万
里
小
路
時
房
の
医

学
知
識
が
高
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
よ
り
高
位
の
入
江
殿
の
医
療
に
比
べ
て
、
万
里
小
路
の
成
房
や
官
女
の
方
が
祈

療
よ
り
も
投
薬
に
よ
る
治
療
を
優
先
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
、
記
主
の
関
心
の
有
無
や
、
記
録
の
必
要
（
た
と
え

ば
薬
礼
の
支
払
い
の
手
控
え
と
し
て
）
を
考
盧
す
る
べ
き
で
あ
る
。
当
時
も
投
薬
に
よ
る
治
療
と
祈
療
は
、
矛
盾
な
く
患
者
の
ま
え
に
同
居
し
う

（
媚
）

る
存
在
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
両
者
が
同
時
に
行
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
入
江
殿
と
万
里
小
路
家
の
患
者
を
比
べ
た
と
き
に
、
入
江
殿
の
闘
病
の
後
半
に
は
主
に
祈
療
の
記
事
し
か
み
ら
れ
な
い
の
は
、

や
は
り
特
徴
的
な
こ
と
と
い
え
よ
う
。
両
者
の
間
に
は
そ
れ
ほ
ど
の
立
場
の
差
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
違
い
は
病
状
の
進
行
に
よ
る
も
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
入
江
殿
の
治
療
に
お
い
て
、
医
師
の
治
療
の
記
事
が
再
発
を
境
に
し
て
あ
ま
り
み
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
薬
に

よ
る
治
癒
の
可
能
性
を
あ
る
時
点
か
ら
期
待
さ
れ
な
く
な
り
、
祈
療
に
専
念
し
た
こ
と
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
入
江
殿
再
発
は
四
月
の

十
九
日
で
あ
る
が
、
二
日
の
ち
に
茂
成
が
容
体
を
伝
え
ら
れ
て
か
ら
は
、
入
江
殿
に
対
し
て
祈
療
の
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
オ
）
な
ぜ
祈
療
を
優
先
さ
せ
た
か
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入
江
殿
闘
病
は
、
⑨
の
再
発
を
境
に
し
て
記
録
さ
れ
た
医
療
行
為
に
明
ら
か
な
違
い
が
み
ら
れ
る
。
前
半
で
は
薬
に
よ
る
治
療
が
み
ら
れ
、

後
半
で
は
修
法
や
占
い
な
ど
の
祈
療
が
み
ら
れ
る
。
同
時
期
に
患
者
と
な
っ
た
万
里
小
路
家
の
人
び
と
と
比
較
し
て
も
特
徴
的
な
こ
と
で
あ

る
。
再
発
後
に
祈
療
に
重
点
を
置
い
た
理
由
は
、
す
で
に
薬
に
よ
る
治
癒
の
可
能
性
を
あ
き
ら
め
て
、
邪
気
が
瀝
依
し
た
こ
と
を
入
江
殿
が

重
篤
と
な
っ
た
原
因
と
判
断
し
た
た
め
と
考
え
る
。

入
江
殿
の
闘
病
中
の
再
発
以
前
に
は
、
周
囲
の
医
師
が
正
常
に
病
態
を
推
移
さ
せ
る
こ
と
に
心
を
砕
い
て
い
る
の
は
③
の
（
Ｂ
）
に
「
庖

瘡
快
不
出
現
之
間
、
如
此
同
篇
之
由
申
、
禁
裏
御
庖
瘡
已
出
現
云
々
」
と
い
っ
た
記
述
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
そ
れ
が
思
う
よ

う
に
い
か
な
い
場
合
、
と
く
に
そ
れ
が
流
行
性
の
も
の
で
あ
れ
ば
邪
気
、
神
意
の
し
わ
ざ
と
考
え
る
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
⑪
の

五
月
十
四
日
条
に
は
、
祈
療
の
た
め
に
呼
ば
れ
た
算
置
法
師
が
「
邪
気
以
外
之
由
申
」
、
同
じ
く
陰
陽
師
が
「
さ
し
つ
め
て
邪
気
之
趣
申
」
と

あ
り
、
も
は
や
臨
終
と
い
う
⑫
の
二
十
三
日
条
に
は
「
顔
色
ハ
更
死
相
不
見
如
平
生
、
邪
気
之
間
如
此
歎
」
と
さ
れ
て
い
る
。
当
時
で
も
、

死
の
直
前
ま
で
医
師
が
診
察
と
投
薬
を
あ
き
ら
め
な
い
患
者
も
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
入
江
殿
に
は
邪
気
が
瀝
依
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る

と
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
も
は
や
治
療
に
よ
っ
て
推
移
さ
せ
る
よ
う
な
対
象
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
新
村
は
、
医
師
の

治
療
が
結
果
を
出
さ
な
け
れ
ば
全
く
無
駄
に
な
る
性
格
を
持
つ
の
に
対
し
て
、
祈
療
は
そ
れ
自
体
が
供
養
と
な
る
の
だ
と
い
う
、
中
世
人
の
、

（
郷
）

あ
る
意
味
で
冷
め
た
治
療
観
を
示
し
た
。
こ
の
場
合
も
、
邪
気
に
よ
っ
て
瀕
死
の
あ
り
さ
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
患

者
の
生
死
に
か
か
わ
ら
ず
祈
療
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
三
）
安
居
院
移
住
と
お
湯
初
め
ｌ
死
と
治
癒
の
儀
礼
に
つ
い
て

こ
こ
で
は
、
明
ら
か
に
す
べ
き
課
題
の
（
３
）
に
あ
る
、
病
か
ら
の
二
つ
の
離
脱
、
す
な
わ
ち
死
と
治
癒
に
あ
た
っ
て
当
時
の
公
家
社
会
が

ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
ふ
れ
る
。

（
力
）
節
の
ま
と
め
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五
月
二
十
三
日
、
入
江
殿
が
安
久
居
（
安
居
院
）
に
移
さ
れ
た
こ
と
を
、
父
で
あ
る
記
主
貞
成
親
王
は
未
明
に
知
ら
さ
れ
た
。
新
村
に
よ

（
幅
）

れ
ば
上
京
に
あ
っ
た
悲
田
院
に
安
居
院
が
み
ら
れ
、
そ
れ
は
、
少
な
く
と
も
応
仁
の
乱
ま
で
は
存
続
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
安
居
院
は
元

来
叡
山
竹
林
房
の
里
坊
で
、
説
教
の
名
門
寺
院
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
悲
田
院
の
施
設
が
隣
接
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
⑬
の
「
建
内
記
』

同
年
五
月
二
十
八
日
条
に
は
安
居
院
の
こ
と
を
「
是
又
寺
院
、
長
松
院
事
也
」
と
し
て
い
る
。
入
江
殿
が
寺
院
か
ら
寺
院
へ
移
っ
た
こ
と
を

指
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
通
常
、
寺
院
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
施
設
が
実
は
寺
院
で
あ
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
、
長
松
院
、
安

（
媚
）

居
院
共
に
現
存
し
な
い
以
上
、
こ
こ
だ
け
で
は
判
断
で
き
な
い
。
「
実
隆
公
記
」
永
正
十
七
年
（
一
五
二
○
）
七
月
二
十
七
日
条
の
「
悲
田
院

住
持
事
法
花
寺
治
定
」
と
い
う
記
事
は
悲
田
院
に
も
住
持
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
が
、
悲
田
院
が
寺
院
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
た
施

設
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
イ
）
安
居
院
移
住
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

入
江
殿
が
安
居
院
へ
移
っ
た
記
事
で
重
要
な
の
が
、
⑫
に
「
安
居
院
移
住
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
は
や
、

彼
女
は
入
江
殿
す
な
わ
ち
三
時
知
恩
寺
に
戻
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
な
い
。
看
病
の
便
宜
の
た
め
に
場
所
を
移
動
す
る
の
で
は
な
く
、
移

り
住
む
の
で
あ
る
。
（
１
）
の
記
事
に
は
、
「
日
来
病
悩
、
価
退
安
居
院
（
後
略
）
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
に
は
、
す

で
に
周
囲
が
彼
女
の
死
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
⑫
に
「
顔
色
ハ
更
死
相
不
見
如
平
生
、
邪
気
之
間
如
此
歎
」
と
い
う
記
事
で
死
相
の
有
無

が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

こ
の
安
居
院
移
住
が
な
さ
れ
た
二
十
三
日
、
葛
川
験
者
は
退
出
し
た
。
そ
の
の
ち
も
祈
療
は
な
さ
れ
て
い
る
が
、
禁
裏
か
ら
の
祈
療
費
用

三
千
疋
の
助
成
を
、
安
居
院
移
住
の
翌
日
二
十
四
日
に
な
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
金
額
か
ら
判
断
し
て
、
こ
れ
が
そ
れ
ま

で
の
費
用
の
精
算
と
い
う
面
を
持
つ
よ
う
な
の
で
、
や
は
り
入
江
殿
に
対
す
る
祈
療
、
治
療
に
か
か
わ
る
行
為
は
、
こ
こ
で
一
応
の
区
切
り

と
な
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
五
月
二
十
六
日
条
に
は
祈
療
を
し
て
本
復
を
期
待
す
る
こ
と
が
「
不
思
議
に
も
」
と
表
現
さ

（
ア
）
安
居
院
は
な
に
か
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む
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
重
篤
の
患
者
を
他
所
に
移
住
さ
せ
る
と
い
う
の
は
、
単
純
に
死
微
を
さ
け
る
意
味
だ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
康

（
帽
）

富
記
』
康
正
元
年
（
一
四
五
五
）
九
月
十
九
日
条
に
「
昼
参
三
条
殿
、
彼
女
中
様
御
違
例
、
此
四
五
日
及
御
大
事
之
間
、
青
侍
若
槻
四
郎
兵

衛
許
令
出
給
、
一
昨
日
（
十
七
日
）
女
中
様
有
落
飾
」
と
あ
る
。
別
所
に
移
す
こ
と
で
祈
念
専
一
さ
せ
、
往
生
を
と
げ
さ
せ
る
目
的
は
、
臨
終

に
際
し
て
の
、
こ
の
よ
う
な
出
家
の
事
実
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
は
い
え
、
移
さ
れ
る
さ
き
は
「
建
内
記
」
『
康
富
記
』
両
記
録

と
も
に
青
侍
宅
で
あ
り
、
入
江
殿
の
安
久
居
移
住
も
、
「
退
」
と
い
う
表
現
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
社
会
的
に
よ
り
低
い
場
所
に
病
者
は
移
さ

二
十
三
日
の
移
住
当
日
、
親
で
あ
る
貞
成
親
王
に
「
可
被
見
申
之
由
被
示
」
と
最
後
の
対
面
を
勧
め
る
人
が
お
り
、
親
王
は
見
舞
い
を
し

て
い
る
が
、
そ
の
日
の
う
ち
に
も
う
一
度
入
江
殿
に
向
か
い
、
さ
ら
に
死
の
直
前
に
も
見
舞
っ
て
い
る
。
居
て
も
立
っ
て
も
い
ら
れ
な
い
の

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
参
事
隠
密
之
儀
」
で
あ
っ
た
。
す
で
に
死
稜
の
発
生
を
考
慮
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
『
建
内

（
”
）

記
』
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
四
月
二
十
五
日
条
に
は
、
蔵
人
左
少
弁
坊
城
俊
秀
の
母
が
危
篤
と
な
っ
た
と
き
、
こ
の
家
に
室
町
殿
の
車
が
置

か
れ
て
い
た
関
係
上
、
「
価
家
中
不
猿
先
」
に
「
移
病
人
於
東
隣
言
侍
宅
）
」
し
て
臨
終
し
た
記
事
が
あ
る
。
死
猿
を
さ
け
る
た
め
に
、
病
人

か
れ
て
い
た
関
係
上
、
「
価
家
中
不

を
他
所
へ
移
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

看
病
の
最
後
の
作
法
、
そ
れ
も
、
多
八

（
ウ
）
入
江
殿
の
死
去
と
葬
儀

入
江
殿
は
五
月
二
十
八
日
に
死
去
し
、
六
月
六
日
泉
涌
寺
に
葬
ら
れ
た
。
享
年
二
十
六
歳
。
早
朝
に
入
江
殿
危
篤
を
知
ら
さ
れ
、
そ
れ
ま

で
し
ば
し
ば
入
江
殿
を
見
舞
っ
て
い
た
実
母
南
御
方
ら
が
入
江
殿
の
も
と
に
駆
け
つ
け
て
い
る
。
そ
の
南
御
方
も
臨
終
に
は
立
ち
会
わ
ず
に

帰
っ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
闘
病
中
に
は
、
な
さ
れ
る
医
療
行
為
に
大
掛
か
り
な
も
の
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
伏
見
宮
家
や
室
町
殿
の
協
力

れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
や
は
り
こ
れ
ら
の
病
者
移
住
は
死
猿
発
生
の
予
防
の
意
味
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
。
安
久
居
へ
の
移
住
は
、
こ
の
闘
病
、

病
の
最
後
の
作
法
、
そ
れ
も
、
多
分
に
死
穣
発
生
の
予
防
と
い
う
、
残
さ
れ
た
人
び
と
の
今
後
の
た
め
の
作
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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の
な
か
で
私
的
な
看
病
が
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
死
去
後
に
な
る
と
、
入
江
殿
は
葬
儀
の
奉
行
が
新
三
位
に
仰
せ
ら
れ
て
、
公
的
行
事
の

対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
⑬
に
は
「
内
裏
へ
告
申
之
間
、
典
侍
、
勾
当
、
伊
予
擁
参
、
片
時
対
面
、
新
三
位
為
勅
使
被
仰
下
」
と
あ
る
。

（
鱒
）

そ
し
て
、
入
江
殿
葬
儀
の
準
備
が
な
さ
れ
た
。
『
看
聞
御
記
」
六
月
二
日
条
の
記
事
に
よ
る
と
、
「
方
丈
ハ
廿
八
日
夜
薬
王
寺
［
泉
涌
寺
末

寺
］
中
宿
二
御
入
、
今
夕
泉
涌
寺
御
出
葬
ハ
五
日
六
日
間
云
々
」
と
あ
る
。
葬
儀
の
ま
え
に
、
一
旦
薬
王
寺
な
る
末
寺
に
夜
間
移
動
さ
せ
て

（
釦
）

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
寺
に
つ
い
て
は
久
米
幸
夫
の
論
考
が
あ
る
。
さ
き
に
、
安
久
居
に
つ
い
て
「
是
又
寺
院
」
と
い
う
注
記
が
あ
る
こ
と

を
示
し
た
が
、
久
米
の
説
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
薬
王
寺
も
当
然
寺
院
で
あ
る
。
た
だ
し
安
久
居
に
し
ろ
、
こ
の
薬
王
寺
に
し
る
寺
と
ば
か

り
は
い
え
る
も
の
で
は
な
く
、
死
の
前
後
に
移
住
す
る
場
所
と
し
て
の
性
格
が
み
ら
れ
る
。
葬
儀
が
な
さ
れ
た
日
の
⑬
『
建
内
記
」
の
記
事

に
よ
れ
ば
、
彼
女
が
尼
門
跡
を
継
承
し
て
い
た
三
時
知
恩
寺
は
、
そ
の
の
ち
室
町
殿
義
教
の
娘
が
相
続
し
た
。
皇
室
は
女
子
の
行
き
先
を
一

つ
失
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
死
は
大
き
な
社
会
的
影
響
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
れ
だ
け
に
入
江
殿
の
葬
儀
は
、
担
当

奉
行
を
任
命
す
る
よ
う
な
公
的
行
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
エ
）
聞
病
と
死
去
の
扱
わ
れ
か
た
の
違
い

た
だ
し
、
そ
の
闘
病
そ
の
も
の
を
考
え
て
み
る
と
前
半
で
治
療
行
為
を
行
っ
た
の
は
、
当
時
最
高
と
も
い
え
る
医
師
団
で
は
あ
っ
た
が
、

彼
ら
は
伏
見
宮
家
や
室
町
殿
に
私
的
に
伺
候
し
て
い
た
も
の
が
派
遣
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
後
半
の
祈
療
を
行
っ
た
の
も
⑫
の
二
十
四
日
条
に

よ
れ
ば
縁
を
た
よ
っ
て
個
人
的
に
呼
ば
れ
た
も
の
や
、
室
町
殿
か
ら
派
遣
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
公
的
な
役
目
と
し
て
彼
女
の
治

療
、
祈
療
に
あ
た
っ
た
の
で
は
な
い
。
貴
顕
に
私
的
に
抱
え
ら
れ
た
医
師
が
、
彼
ら
の
主
人
の
個
人
的
な
事
情
に
よ
っ
て
医
療
行
為
を
行
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
禁
裏
、
伏
見
宮
は
入
江
殿
に
と
っ
て
は
実
家
で
あ
り
、
ま
た
、
室
町
殿
か
ら
の
助
成
も
私
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ

て
い
る
の
で
あ
る
。

と
が
可
能
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
｝

は
そ
の
性
格
上
、
『

こ
の
一
見
大
掛
か
り
な
闘
病
記
録
が
、
当
時
の
別
の
記
録
類
に
、
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
こ
と
も
う
な
ず
け
る
。
古
記
録

記
主
に
直
接
関
係
の
な
い
事
項
は
記
録
さ
れ
な
い
傾
向
に
あ
る
が
、
入
江
殿
の
病
が
、
た
と
え
ば
『
建
内
記
」
に
み
ら
れ
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る
の
は
、
⑬
の
死
去
の
と
き
で
あ
っ
て
、
皇
室
女
子
の
死
去
は
、
葬
儀
に
関
係
す
る
か
ら
、
公
的
な
出
来
事
と
し
て
、
武
家
伝
奏
も
務
め
た

万
里
小
路
時
房
の
日
記
に
記
載
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
ゞ
実
際
に
彼
は
こ
の
闘
病
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
知
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

⑬
を
み
る
と
、
死
の
直
後
の
五
月
二
十
八
日
条
に
は
、
入
江
殿
に
つ
い
て
、
割
注
で
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
を
記
録
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
記
録
し
な
か
っ
た
か
、
さ
ほ
ど
知
ら
な
か
っ
た
事
物
に
対
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
彼
は
入
江
殿
の
闘
病
に
つ

い
て
の
情
報
を
、
ほ
と
ん
ど
持
た
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
反
対
に
、
同
日
条
の
入
江
殿
の
相
続
に
つ
い
て
の
記
事
は
地
の
文
で
書
か
れ
て

い
る
。
彼
に
と
っ
て
は
、
こ
ち
ら
が
よ
り
重
要
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
こ
の
闘
病
が
公
家
社
会
共
通
の
関
心
事
で
は
な
く
、
限

ら
れ
た
人
間
関
係
の
中
で
の
内
々
向
き
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

物
を
届
け
て
い
る
。

一
方
、
兄
で
あ
る
禁
裏
は
、
同
じ
病
に
か
か
り
な
が
ら
も
順
調
な
回
復
を
た
ど
っ
た
。
禁
裏
の
発
病
は
②
の
三
月
十
七
日
条
に
み
ら
れ
る
。

（
Ⅱ
）

『
建
内
記
」
同
月
二
十
一
日
条
に
は
「
主
上
自
十
四
五
日
比
御
薬
事
、
今
夜
所
承
及
也
、
自
室
町
殿
被
召
進
医
師
（
情
阿
弥
云
々
）
口
出
現
物

之
序
欺
之
由
申
之
云
々
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
十
四
、
五
日
の
あ
た
り
か
ら
の
病
気
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
室
町
殿
か
ら
医
師
、
清
阿
弥

が
派
遣
さ
れ
た
。
こ
の
記
事
と
同
日
の
『
看
聞
御
記
」
に
は
、
（
Ｂ
）
に
禁
裏
の
庖
瘡
が
出
現
し
た
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
あ
と
順
調
な
経
過

を
た
ど
っ
た
よ
う
で
、
④
の
二
十
七
日
条
に
は
「
禁
裏
次
第
御
減
気
云
々
、
珍
重
也
」
と
し
、
前
述
の
よ
う
に
そ
の
翌
日
に
は
伏
見
宮
に
美

こ
う
し
て
四
月
に
は
本
復
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
⑧
の
（
Ｆ
）
に
は
禁
裏
お
湯
初
め
の
記
事
が
み
ら
れ
る
．
こ
の
お
湯
初
め
は
室

町
時
代
、
皇
室
や
将
軍
家
な
ど
の
貴
顕
の
病
が
本
復
し
た
の
ち
に
、
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
儀
礼
で
あ
る
。
（
Ｆ
）
に
は
「
珍
重
之
由
可
申
入
之

処
」
と
あ
る
が
、
諸
方
か
ら
祝
い
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
に
は
室
町
殿
か
ら
剣
が
進
め
ら
れ
た
。

（
力
）
別
の
記
録
に
み
ら
れ
る
お
湯
初
め

こ
の
儀
礼
の
詳
細
を
み
る
こ
と
の
で
き
る
記
録
を
、
管
見
の
お
よ
ぶ
範
囲
で
あ
げ
る
と
、

（
オ
）
禁
裏
お
湯
初
め
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（
キ
）
お
湯
初
め
で
の
報
酬
支
払
い

規
模
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
医
師
に
報
酬
が
支
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
成
功
報
酬
と
い
う
べ
き
も
の
で
、

（
ｂ
）
で
は
届
け
ら
れ
た
見
舞
品
の
ほ
と
ん
ど
を
医
師
に
遣
わ
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
室
町
殿
か
ら
別
に
五
千
疋
が
遣
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
、

彼
が
室
町
殿
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
医
師
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
単
純
な
病
気
以
後
の
入
浴
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る

二
被
下
禄
物
」

（
兜
）

（
ｂ
）
『
看
聞
御
記
」
応
永
三
十
年
（
一
四
二
三
）
二
月
二
十
四
日
条
仙
洞
御
悩
以
後
の
御
湯
／
諸
方
か
ら
見
舞
品
が
届
い
た
。
品
目
と

担
当
者
が
指
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
大
略
を
医
師
坂
三
位
房
に
下
し
た
。
／
「
面
々
御
馬
進
云
々
、
価
御
馬
一
疋
（
但
代
二
百
疋
）
献
之
、
付
永

基
朝
臣
進
之
、
奉
行
広
橋
二
渡
遣
云
々
、
代
物
如
此
之
由
間
（
中
略
）
御
馬
八
疋
、
馬
代
五
千
疋
、
太
刀
三
十
二
振
出
来
、
医
師
三
位
房
二
大

略
被
下
（
中
略
）
室
町
殿
よ
り
も
五
千
疋
別
而
被
下
云
々
」

（
詔
）

（
Ｃ
）
「
実
隆
公
記
」
『
言
国
卿
記
」
文
明
八
年
（
一
四
七
六
）
五
月
十
九
日
条
勝
仁
親
王
の
御
湯
／
こ
の
日
、
医
師
半
井
明
茂
と
丹
波
重

長
が
薬
を
も
た
ら
し
て
、
礼
物
が
下
さ
れ
る
。
臣
下
が
あ
い
さ
つ
を
行
う
。
／
『
実
隆
」
「
若
宮
御
方
被
召
御
湯
、
珍
重
之
由
申
入
」
、
『
言
国
」

「
今
日
若
宮
御
方
、
今
度
御
モ
ウ
キ
ノ
後
御
ユ
ハ
シ
メ
也
、
半
井
二
位
（
ア
キ
モ
チ
）
ヤ
ク
イ
ン
シ
ヶ
ナ
カ
両
人
参
色
々
御
１
へ
入
御
薬
共
持

参
也
、
九
時
分
御
ユ
メ
ス
也
、
以
後
ア
キ
モ
チ
・
シ
ケ
ナ
カ
両
人
御
方
へ
メ
サ
ル
、
也
（
中
略
）
ア
キ
モ
チ
ニ
ハ
御
折
紙
ヲ
被
下
也
、
シ
ケ
ナ

な
ど
で
あ
る
。

（
キ
）

カ
ュ
イ
物
ノ
御
服
ヲ
被
下
也
」

（
ｄ
）
『
御
湯
殿
の
上
日
記
」
長
享
二

き
て
た
け
た
に
千
疋
の
お
り
か
み
た
ふ
」

（
別
）

（
ａ
）
『
看
聞
御
記
』
応
永
二
十
七
年
二
四
二
○
）
十
一
月
七
日
条
室
町
殿
御
悩
以
後
の
御
湯
／
医
師
と
陰
陽
師
に
行
う
べ
き
日
時
を

下
問
し
た
。
禄
を
医
師
に
下
し
た
。
／
「
日
時
陰
陽
師
十
四
日
告
日
之
由
申
（
中
略
）
医
師
士
仏
三
位
房
二
被
尋
（
中
略
）
三
位
房
種
［
医
師
］

年

（
別
）

（
一
四
八
八
）
八
月
七
日
条
禁
裏
の
御
湯
／
竹
田
昭
慶
に
対
す
る
報
酬
／
「
け
ふ
の
御
ゅ
に
っ
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た
だ
し
、
両
者
は
同
程
度
の
役
割
を
期
待
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
当
時
、
最
後
ま
で
治
療
と
祈
療
が
行
わ
れ
た
患
者
が
死
亡
し
た
場
合
、

祈
療
担
当
者
が
そ
の
責
任
を
問
わ
れ
る
よ
り
も
、
医
師
に
責
任
が
向
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
入
江
殿
は
そ
の
病
因
が
邪
気
の
葱
依
と
判
断

さ
れ
た
た
め
に
、
医
師
に
そ
れ
以
上
治
療
さ
せ
な
か
っ
た
が
、
薬
に
よ
る
治
療
で
治
癒
が
可
能
な
病
と
思
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
死
亡
さ

（
弱
）

せ
た
と
き
に
は
、
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
医
師
に
は
そ
れ
だ
け
の
期
待
が
か
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
結
果
の
よ
し

こ
こ
で
、
そ
れ
ま
で
の
祈
療
の
清
算
が
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
死
に
向
か
っ
て
の
移
住
で
あ
れ
、
治
癒
の
公
表
で
あ

る
お
湯
初
め
で
あ
れ
、
こ
こ
で
医
療
に
か
か
わ
る
行
為
の
清
算
が
な
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
に
、
一
応
の
区
切
り
を
付
け
る
の
で
あ
る
。

（
ク
）
お
湯
初
め
で
報
酬
を
も
ら
う
の
は
医
師
が
多
い

治
癒
の
儀
礼
で
あ
る
御
湯
初
め
に
は
、
祈
療
の
担
当
者
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。
入
江
殿
の
闘
病
の
前
半
に
は
、
治
療
が
祈
療
よ
り
も
多

く
み
ら
れ
た
が
、
再
発
以
後
は
祈
療
に
重
点
が
移
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
さ
き
に
、
医
師
に
よ
る
治
療
に
よ
っ
て
は
病
を
順
調
に
経
過
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
邪
気
の
源
依
を
そ
の
病
因
と
考
え
た
こ
と
が
、
祈
療
に
力
を
移
し
た
原
因
で
あ
っ
た
と
推
察
し
た
。
反
対
に

病
が
、
医
師
の
治
療
努
力
に
よ
っ
て
順
調
な
経
過
を
た
ど
れ
ば
、
祈
療
の
成
果
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら

も
、
医
師
に
よ
る
治
療
と
祈
祷
者
に
よ
る
祈
療
と
の
役
割
の
別
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
は
、
（
ａ
）
に
陰
陽
師
と
医
師
に
行
う
べ
き
日
時
を
下
問
し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
ま
た
、
（
Ｃ
）
で
は
儀
礼
的
な
も
の
で
は
あ
ろ

う
が
、
担
当
の
医
師
か
ら
薬
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
儀
礼
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
も
一
種
の
医
療
行
為
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
御
湯
初
め
は
病
か
ら
は
な
れ
た
と
公
表
す
る
儀
礼
で
あ
り
、
医
師
に
対
し
て
褒
美
を
与
え
る
場
で
も
あ
っ
た
。
お
湯
初
め

の
場
で
、
患
者
か
ら
、
あ
る
い
は
室
町
殿
の
よ
う
に
医
師
を
派
遣
し
た
主
体
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
礼
物
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
医
療
行
為
に

対
す
る
清
算
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
入
江
殿
は
安
居
院
に
移
住
の
際
に
、
禁
裏
か
ら
祈
療
に
か
か
る
費
用
を
助
成
さ
れ
て
い

る
0

（
ケ
）
医
師
に
か
け
ら
れ
た
期
待
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⑫
に
は
入
江
殿
が
安
居
院
に
移
住
し
た
と
の
記
事
が
あ
る
。
一
方
、
⑧
に
は
回
復
し
た
禁
裏
の
お
湯
初
め
の
記
事
が
あ
る
。
入
江
殿
の
移

住
は
も
は
や
生
き
て
帰
ら
な
い
移
住
で
あ
っ
て
、
死
稜
発
生
の
予
防
と
い
う
目
的
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
彼
女
に
対
す
る
医
療
全

般
は
一
応
の
区
切
り
と
な
っ
て
い
る
。
反
対
に
お
湯
初
め
は
、
病
か
ら
回
復
し
た
こ
と
を
宣
言
し
て
医
師
に
成
功
報
酬
が
支
払
わ
れ
る
儀
礼

で
あ
っ
た
。
お
湯
初
め
に
は
医
師
が
多
く
の
場
合
に
呼
ば
れ
て
お
り
、
安
居
院
で
は
祈
療
ば
か
り
が
み
ら
れ
る
。
薬
で
治
癒
さ
せ
る
見
込
み

の
あ
る
う
ち
は
、
主
と
し
て
医
師
に
期
待
が
か
か
り
、
成
功
報
酬
と
な
る
お
湯
初
め
の
支
払
い
を
受
け
る
の
は
医
師
が
多
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

あ
し
が
、
は
っ
き
り
と
医
侭

（
．
）
節
の
ま
と
め

本
論
文
で
は
、
最
初
に
提
示
し
た
課
題
の
（
１
）
Ｉ
（
３
）
を
、
「
看
間
御
記
」
の
入
江
殿
闘
病
記
録
か
ら
考
察
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
１
）
に
つ
い
て
は
当
初
伏
見
宮
家
、
室
町
殿
の
積
極
的
協
力
に
よ
っ
て
、
当
代
一
流
と
考
え
ら
れ
る
医
師
団
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
茂
成

朝
臣
は
和
気
茂
成
で
あ
り
、
当
時
伏
見
宮
家
の
担
当
医
の
性
格
が
あ
っ
た
。
照
善
は
竹
田
昌
耆
の
息
で
あ
る
。
頼
豊
朝
臣
は
丹
波
頼
豊
で
あ

る
。
彼
ら
は
伏
見
宮
家
、
室
町
殿
に
抱
え
ら
れ
て
い
た
医
師
た
ち
で
、
入
江
殿
の
発
病
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
派
遣
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
官

医
と
し
て
診
察
に
あ
た
っ
た
の
で
は
な
く
、
主
人
の
個
人
的
な
意
向
に
よ
っ
て
遣
わ
さ
れ
た
。
ま
た
、
万
里
小
路
家
と
丹
波
重
長
の
関
係
で

み
た
よ
う
に
、
彼
ら
が
抱
え
ら
れ
た
事
情
も
私
的
な
関
係
で
あ
っ
た
。

（
２
）
に
つ
い
て
は
再
発
以
前
に
は
治
療
の
記
録
が
祈
療
の
記
録
よ
り
も
多
く
み
ら
れ
、
再
発
以
降
の
病
が
重
篤
に
な
っ
た
時
期
か
ら
は
、

ほ
と
ん
ど
祈
療
の
み
が
記
事
に
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
祈
祷
の
多
く
は
、
病
が
悪
化
し
た
原
因
と
考
え
ら
れ
た
邪
気
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の

占
い
で
あ
っ
た
。
記
録
頻
度
の
み
に
よ
っ
て
判
断
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
が
、
再
発
を
境
に
し
て
祈
療
に
、
よ
り
重
点
が
移
さ
れ
た
の
は
事

四

結 は
っ
き
り
と
医
師
の
そ
の
あ
と
の
立
場
を
決
定
す
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
は
げ
し
い
競
争
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

五
，

’
三
、
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実
で
あ
ろ
う
。
再
発
後
の
あ
る
時
期
に
治
療
に
よ
る
治
癒
を
期
待
し
な
く
な
り
、
祈
祷
に
よ
る
邪
気
の
判
別
に
期
待
を
か
け
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
は
病
状
の
悪
化
に
よ
っ
て
入
江
殿
に
邪
気
が
葱
依
し
て
い
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

（
３
）
に
つ
い
て
は
死
の
直
前
の
移
住
と
、
治
癒
の
際
の
お
湯
初
め
の
事
例
を
考
察
し
た
。
安
居
院
へ
の
移
住
は
、
も
は
や
生
き
て
帰
っ
て

く
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
な
い
移
住
で
あ
っ
て
、
そ
の
時
点
で
医
療
行
為
全
体
は
一
応
の
区
切
り
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
同
じ
時
期
に
庖
瘡

と
な
っ
た
禁
裏
は
順
調
に
回
復
し
て
、
四
月
十
三
日
に
は
御
湯
初
め
の
儀
礼
を
行
っ
て
い
る
。
医
師
へ
の
報
酬
も
、
そ
こ
で
支
払
わ
れ
て
い

て
、
や
は
り
治
療
行
為
の
区
切
り
を
付
け
て
い
る
。
当
時
、
公
家
社
会
の
闘
病
と
医
療
は
終
わ
り
の
儀
礼
を
持
つ
、
は
っ
き
り
と
限
定
さ
れ

た
時
間
の
中
で
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
治
癒
し
た
際
の
御
湯
初
め
に
は
、
多
く
の
場
合
に
は
祈
祷
者
で
は
な
く
医
師
が
呼
ば
れ

て
お
り
、
順
調
な
回
復
が
み
こ
ま
れ
る
過
程
で
は
、
患
者
の
側
で
は
む
し
ろ
医
師
の
治
療
に
期
待
を
か
け
て
い
た
こ
と
も
想
定
さ
れ
た
。

本
論
文
は
一
九
九
六
年
度
日
本
医
史
学
会
六
月
例
会
口
演
発
表
の
一
部
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
一
九
九
六
年
一
月
、
慶
応
義
塾
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科
日
本
史
専
攻
に
提
出
し
た
修
士
論
文
を
土
台
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
論
文
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
桑
山
浩
然
東
京
大
学
教
授
、
小
曽
戸
洋
北
里
研
究
所
部
長
、
真
柳
誠
茨
城
大
学
教
授
、
高
橋
正
彦
慶
応
義
塾
大

学
教
授
、
慶
大
院
生
古
川
元
也
氏
な
ど
か
ら
多
く
の
ご
教
授
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
深
く
感
謝
す
る
も
の
で
あ
る
。
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（
皿
）
前
掲
（
７
）
『
大
日
本
古
記
録
」
本
、
『
建
内
記
」
（
三
）
、
二
九
頁
。
「
禁
裏
御
医
師
（
清
阿
弥
）
、
左
金
吾
日
々
召
具
参
了
」
。

（
昭
）
前
掲
（
３
）
新
村
論
文
、
三
四
一
頁
（
注
）
。

（
Ｍ
）
山
科
言
国
『
言
国
卿
記
」
、
「
史
料
纂
集
」
本
（
二
）
、
一
○
○
頁
、
豊
田
武
ほ
か
校
訂
、
続
群
害
類
従
完
成
会
、
東
京
、
一
九
七
三
年
。

（
巧
）
一
条
経
嗣
「
経
嗣
卿
記
」
（
「
荒
暦
」
と
も
い
う
）
、
『
新
増
史
籍
集
覧
」
公
事
編
二
）
本
、
四
四
二
頁
、
近
藤
圭
造
校
訂
、
臨
川
書
店
、
一
九
認

（
５
）
新
村
拓
「
死
と
病
と
看
護
の
社
会
史
』
、
一
二
五
頁
’
一
三
九
頁
、
法
政
大
学
出
版
局
、
東
京
、
一
九
八
九
年
。

（
６
）
「
続
群
書
類
従
」
（
補
遺
二
）
、
訂
正
三
版
第
六
刷
、
田
中
敏
治
ほ
か
校
訂
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
東
京
、
一
九
八
五
年
。

（
７
）
万
里
小
路
時
房
「
建
内
記
』
、
『
大
日
本
古
記
録
」
本
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
校
訂
、
岩
波
書
店
、
東
京
、
一
九
八
六
年
完
結
。

（
８
）
前
掲
（
７
）
「
大
日
本
古
記
録
」
本
、
『
建
内
記
」
（
三
）
、
二
三
九
頁
。

（
９
）
土
田
直
鎮
「
衰
日
管
見
」
、
責
高
橋
隆
三
先
生
喜
寿
記
念
諭
集
）
古
記
録
の
研
究
」
所
収
、
二
九
頁
’
一
三
三
頁
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、

（
Ⅱ
）
前
掲
（
７
）
『
大
日
本
古
記
録
』
本
、
「
建
内
記
』
（
三
）
、
二
五
頁
。
「
主
上
自
十
四
五
日
比
御
薬
事
、
今
夜
所
承
及
也
、
自
室
町
殿
被
召
進

（
１
）
山
崎
佐
「
江
戸
期
前
日
本
医
事
法
制
の
研
究
」
、
三
八
九
頁
’
四
五
五
頁
、
中
外
医
学
社
、
東
京
、
一
九
五
三
年
。

（
２
）
服
部
敏
良
『
室
町
安
土
桃
山
時
代
医
学
史
の
研
究
」
、
三
七
頁
’
一
二
三
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
東
京
、
一
九
七
一
年
。

（
３
）
前
掲
（
２
）
服
部
論
文
、
三
○
九
頁
’
三
五
六
頁
。
さ
ら
に
新
村
拓
「
古
代
医
療
官
人
制
の
研
究
」
、
三
一
○
頁
’
三
八
三
頁
、
法
政
大
学
出

版
局
、
東
京
、
一
九
八
三
年
な
ど
。

（
４
）
谷
口
美
樹
「
平
安
貴
族
の
疾
病
意
識
と
治
療
法
ｌ
万
寿
二
年
の
赤
斑
瘡
流
行
を
手
掛
か
り
に
ｌ
」
『
日
本
史
研
究
」
、
三
四
五
号
、
五
八
頁
Ｉ

（
皿
）
遠
藤
克
巳
「
泰
山
府
君
星
に
つ
い
て
陰
陽
道
と
密
教
の
一
接
点
ｌ
「
九
重
守
」
を
中
心
に
し
て
」
「
史
叢
」
、
五
十
刊
、
四
一
頁
’
五
六
頁
、

注
お
よ
び
引
用
文
献

医
師
（
情
阿
弥
云
々
）
」
。

東
京
、
一
九
七
○
年
。

八
四
頁
、
一
九
九
二
年
。

一
九
九
三
年
。
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六
七
年
。
日
記
と
い
う
よ
り
故
実
害
で
あ
る
。

（
略
）
前
掲
（
６
）
「
続
群
害
類
従
」
本
、
「
看
聞
御
記
」
（
下
）
、
一
頁
。

（
Ⅳ
）
前
掲
（
６
）
『
続
群
害
類
従
』
本
、
『
看
聞
御
記
」
（
下
）
、
六
三
三
頁
。

（
肥
）
嘉
吉
の
乱
勃
発
は
、
『
看
聞
御
記
』
、
「
建
内
記
」
と
も
に
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
二
六
月
二
十
四
日
条
に
記
録
し
て
い
る
。

（
岨
）
「
看
聞
御
記
」
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
五
月
二
十
八
日
条
、
前
掲
（
６
）
『
続
群
害
類
従
』
本
、
「
看
聞
御
記
」
（
下
）
、
六
一
八
頁
。
「
宮
御
方
、

姫
宮
達
、
違
例
之
後
御
湯
召
初
、
良
薬
茂
成
朝
臣
持
参
、
殊
更
給
太
刀
」
。

（
別
）
三
木
栄
「
室
町
時
代
の
堺
の
医
事
ｌ
竹
田
昭
慶
「
文
明
口
決
」
・
季
弘
大
叔
「
鳶
軒
日
録
」
・
阿
佐
井
野
宗
瑞
『
医
書
大
全
」
に
つ
い
て
」
「
和

泉
志
」
、
一
九
号
、
一
六
頁
所
収
系
図
、
一
九
五
九
年
。

（
皿
）
前
掲
（
６
）
「
続
群
害
類
従
」
本
、
「
看
聞
御
記
」
（
下
）
、
五
○
六
頁
。

（
躯
）
前
掲
（
６
）
「
続
群
書
類
従
」
本
、
『
看
間
御
記
』
（
下
）
、
五
○
○
頁
。
七
日
条
に
「
晴
、
湯
治
、
昌
耆
、
照
善
参
、
沐
浴
之
間
立
針
」
、
八
日

条
に
「
晴
、
湯
治
如
例
、
昌
耆
、
照
善
参
」
と
み
え
る
。

（
羽
）
前
掲
（
６
）
「
続
群
書
類
従
」
本
、
「
看
聞
御
記
」
（
下
）
、
四
九
八
頁
。

（
別
）
前
掲
（
Ｍ
）
「
言
国
卿
記
」
「
史
料
纂
集
』
本
（
七
）
、
一
九
六
頁
’
二
二
○
頁
、
文
亀
元
年
（
一
五
○
一
）
十
一
月
七
日
条
か
ら
連
続
し
て
み

ら
れ
る
山
科
言
国
の
震
え
病
闘
病
で
、
見
舞
い
が
届
く
の
は
、
病
が
あ
る
経
過
を
た
ど
り
は
じ
め
た
と
思
わ
れ
る
十
六
日
以
降
で
あ
る
。
そ

れ
以
前
の
十
三
日
に
は
後
柏
原
天
皇
か
ら
病
状
を
た
ず
ね
ら
れ
て
お
り
、
発
病
当
初
か
ら
医
師
の
診
察
を
受
け
て
い
る
の
で
、
言
国
と
天
皇

の
個
人
的
関
係
を
差
し
引
い
て
も
十
三
口
に
は
諸
方
に
言
国
発
病
が
伝
わ
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
本
格
的
な
見
舞
い
が
始
ま
る
の

は
二
十
五
日
以
降
で
あ
っ
て
、
回
復
の
過
程
で
見
舞
い
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
妬
）
前
掲
（
７
）
「
大
日
本
古
記
録
」
本
、
「
建
内
記
」
（
五
）
、
九
七
頁
。

（
妬
）
前
掲
（
７
）
『
大
日
本
古
記
録
」
本
、
『
建
内
記
』
（
六
）
、
一
四
頁
。

（
”
）
「
続
群
書
類
従
』
（
七
下
）
、
訂
正
三
版
七
刷
、
「
丹
波
氏
系
図
」
（
小
森
本
）
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
東
京
、
一
九
八
三
年
、
三
六
四
頁
。

（
羽
）
前
掲
（
２
）
服
部
論
文
、
一
三
一
頁
’
一
三
五
頁
。
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ヘ
ー
川
哉
一

声
心
、
〕
、

（
鵠
）

田
村
睦
「
室
町
幕
府
財
政
の
一
断
面
１
文
正
度
大
嘗
会
を
中
心
に
ｌ
」
「
日
本
歴
史
」
、
三
五
三
号
、
一
頁
’
二
六
頁
、
一
九
七
七
年
。

前
掲
（
３
）
新
村
論
文
、
三
一
○
頁
’
三
一
二
頁
。
和
気
、
丹
波
な
ど
の
医
師
は
、
治
療
の
功
労
に
よ
っ
て
安
易
に
高
い
位
に
叙
せ
ら
れ
る

こ
と
が
あ
る
が
、
一
般
の
公
家
と
は
一
線
を
引
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
い
っ
た
高
位
の
医
師
で
な
く
て
も
、
公
家
社
会
の

日
常
的
な
歌
や
管
弦
の
場
に
参
加
す
る
医
師
が
、
記
録
に
は
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。

前
掲
（
６
）
「
続
群
害
類
従
」
本
、
「
看
聞
御
記
』
（
下
）
、
五
三
一
頁
。

中
原
康
冨
『
康
富
記
」
、
『
史
料
大
成
」
本
（
一
）
、
三
四
六
頁
、
増
補
『
史
料
大
成
」
刊
行
会
校
訂
、
臨
川
書
店
、
一
九
六
五
年
。

前
掲
（
７
）
『
大
日
本
古
記
録
」
本
、
「
建
内
記
』
（
三
）
、
一
七
二
頁
’
一
七
四
頁
、
お
よ
び
、
一
八
九
頁
。
二
十
四
日
条
に
「
武
術
赤
斑
瘡

良
薬
乞
盛
長
朝
臣
［
大
膳
権
大
夫
］
、
与
加
減
慢
猩
湯
」
と
み
え
、
二
十
五
日
条
に
「
佐
赤
斑
瘡
良
薬
昨
日
［
加
減
猩
猩
湯
］
盛
長
朝
臣
与
之
、

用
之
処
有
痢
気
、
相
尋
之
処
可
然
事
也
云
々
、
但
食
政
不
叶
、
無
力
如
何
、
価
今
日
又
送
良
薬
、
加
減
人
参
湯
云
々
、
昨
今
少
減
、
為
悦
者

也
」
と
み
え
る
。
さ
ら
に
、
四
月
二
十
五
日
条
紙
背
、
盛
長
書
状
に
「
御
薬
二
て
御
痢
潟
候
事
先
目
出
存
候
、
赤
斑
之
後
御
余
気
滞
脈
蔵
候

為
候
哉
（
中
略
）
又
良
薬
一
嚢
進
上
候
、
是
ハ
御
痢
止
二
て
候
、
芳
々
可
然
候
（
中
略
）
明
日
必
々
以
参
上
可
申
入
由
、
内
々
可
然
様
預
御
披

為
候
哉
（
中
略
）
又
良
薬
一
嚢
雑

露
候
、
恐
々
謹
言
」
と
あ
る
。

前
掲
（
７
）
『
大
日
本
古
記
録
』

也
、
小
冠
小
患
、
談
薬
者
也
」
、

前
掲
（
７
）
「
大
日
本
古
記
録
」
本
、
「
建
内
記
」
（
三
）
、
一
二
○
頁
。

前
掲
（
３
）
新
村
論
文
、
三
二
九
頁
。

甘
露
寺
親
長
「
親
長
卿
記
」
、
『
史
料
大
成
」
本
二
）
、
二
○
二
頁
、
増
補
「
史
料
大
成
」
刊
行
会
校
訂
、
臨
川
書
店
、
一
九
四
○
年
。
「
内

侍
所
刀
自
（
八
十
余
）
中
番
、
有
雑
熱
所
労
、
彼
一
類
之
外
無
他
人
、
内
侍
所
御
神
楽
為
十
九
日
者
不
可
叶
歎
、
為
十
三
日
者
猶
可
存
命
鰍
、

其
分
元
長
可
申
沙
汰
、
但
遣
医
師
可
見
其
体
云
々
、
価
実
隆
朝
臣
胄
侍
男
（
林
五
郎
左
衛
門
）
、
為
医
師
、
価
召
遣
了
（
後
略
）
」
。

前
掲
（
３
）
新
村
論
文
、
三
二
五
頁
’
三
二
七
頁
。

と
み
シ
え
る
。

本
、
「
建
内
記
」
（
三
）
、
九
四
頁
。
四
日
条
に
「
大
膳
権
大
夫
盛
長
朝
臣
来
、
依
招
引
也
、
新
少
納
言
媒
介

五
日
条
に
「
盛
長
朝
臣
送
加
減
人
参
順
気
散
・
心
神
脾
風
虚
・
腹
病
彼
是
相
兼
云
々
、
小
薬
代
今
朝
送
了
」
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（
他
）

前
掲
（
６
）
「
続
群
害
類
従
」
本
、
「
看
聞
御
記
」
（
上
）
、
六
五
頁
。

前
掲
（
６
）
「
続
群
書
類
従
」
本
、
「
看
聞
御
記
」
（
上
）
、
七
六
頁
。

前
掲
（
７
）
「
大
口
本
古
記
録
』
本
、
『
建
内
記
」
（
三
）
、
一
五
○
頁
。
「
官
女
昨
今
大
略
本
復
之
分
也
、
季
長
朝
臣
枳
実
湯
至
昨
日
服
用
之
効

験
也
、
自
昨
日
主
計
入
道
与
四
物
湯
云
々
」
。

前
掲
（
７
）
『
大
日
本
古
記
録
』
本
、
「
建
内
記
」
（
三
）
、
二
三
九
頁
。
「
弁
覚
法
印
（
号
双
厳
院
）
入
来
、
依
招
引
也
、
青
侍
時
富
違
例
、
護
身

所
望
也
、
次
勧
一
蓋
、
又
明
日
可
来
云
々
、
時
富
去
比
赤
斑
瘡
、
其
後
痢
病
又
後
大
瘡
成
腫
、
一
昨
日
医
師
与
金
露
円
・
木
香
流
気
円
等
、

所
詮
冷
気
無
養
生
之
謂
云
々
、
又
有
邪
気
云
々
」
。

新
村
拓
『
日
本
中
世
医
療
社
会
史
の
研
究
ｌ
古
代
中
世
の
民
衆
生
活
と
医
療
」
、
三
七
一
頁
、
法
政
大
学
出
版
局
、
東
京
、
一
九
八
五
年
。

前
掲
（
５
）
新
村
論
文
、
二
二
頁
。

前
掲
（
“
）
新
村
論
文
、
三
八
頁
’
四
○
頁
。
な
お
、
『
時
慶
卿
記
』
（
言
ブ
リ
こ
四
一
号
所
収
本
に
よ
る
）
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
十
一

月
五
日
条
に
「
暮
テ
上
ノ
材
木
町
安
居
院
へ
行
」
と
い
う
記
事
が
み
ら
れ
る
が
、
単
な
る
地
名
に
過
ぎ
な
い
可
能
性
も
あ
る
。

三
条
西
実
隆
『
実
隆
公
記
」
、
続
群
害
類
従
完
成
会
本
（
五
下
）
、
七
三
七
頁
、
高
橋
隆
三
校
訂
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
東
京
、
一
九
六
三
年
。

前
掲
（
７
）
「
大
日
本
古
記
録
」
本
、
「
建
内
記
」
（
三
）
、
一
七
三
頁
。
「
蔵
人
左
少
弁
俊
秀
喪
母
、
昨
夕
事
也
、
彼
亭
被
預
置
室
町
殿
御
車
、

価
家
中
不
稜
先
、
移
病
人
於
東
隣
（
冑
侍
宅
）
於
彼
臨
終
」
。

前
掲
（
犯
）
「
史
料
大
成
」
本
、
『
康
富
記
」
（
四
）
、
一
九
七
頁
。

前
掲
（
６
）
『
続
群
言
類
従
」
本
、
「
看
聞
御
記
」
（
下
）
、
六
二
五
頁
。

久
米
幸
夫
「
薬
王
寺
及
び
西
悲
田
院
の
所
在
位
置
に
つ
い
て
」
「
日
本
医
史
学
雑
誌
』
二
五
巻
四
号
、
一
五
頁
’
二
○
頁
、
一
九
七
九
年
。

前
掲
（
６
）
「
続
群
書
類
従
」
本
、
「
看
聞
御
記
」
（
上
）
、
二
七
五
頁
。

前
掲
（
６
）
『
続
群
書
類
従
」
本
、
「
看
聞
御
記
」
（
上
）
、
三
八
五
頁
’
三
八
六
頁
。

前
掲
（
灯
）
続
群
書
類
従
完
成
会
本
、
「
実
隆
公
記
』
（
一
上
）
、
一
六
一
頁
、
前
掲
注
（
過
）
参
照
。

「
御
湯
殿
の
上
日
記
」
三
）
、
『
続
群
言
類
従
』
（
補
遺
三
）
、
訂
正
第
三
版
第
六
刷
、
四
九
頁
、
和
田
正
夫
校
訂
、
続
群
害
類
従
完
成
会
、
東
京
、

/Jー戸、
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（
弱
）
前
掲
（
２
）
服
部
論
文
、
五
○
頁
、
七
四
頁
参
照
。
死
去
の
あ
と
で
な
く
て
も
重
態
と
な
っ
た
と
き
に
、
医
師
の
判
断
が
は
っ
き
り
し
て
い

な
け
れ
ば
周
囲
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
た
。
「
明
応
凶
事
記
」
、
『
続
群
書
類
従
』
本
（
三
三
下
）
、
一
二
一
頁
、
訂
正
三
版
六
刷
、
和
田
正
夫
校
訂
、

続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
五
年
。
「
両
医
師
之
言
参
差
之
事
（
中
略
）
竹
田
法
印
父
子
之
言
上
、
一
向
不
能
是
非
嗽
、
於
如
此
分
者
、
連
々

御
療
治
も
可
令
相
違
之
間
」
参
照
。

（
北
里
研
究
所
東
洋
医
学
総
合
研
究
所
・
医
史
学
研
究
部
）

九
八
五
年
。
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四
四

PatientsObservedinOldDiariesoftheMuromachiPeriod(1)

G6Kanmon-gyoki''andthelllnessoflriedono

bvlsakuMIZUTANI

Inthispaper,theauthorclarifiesthestateofpeople'sliveswithregardtodiseaseintheMuromachi

Period.

Theauthenticdocuments,@6Kanmon-gyoki''(看聞御記),thediaryofPrinceSadafusa(貞成親王）

weremainlyusedashistoricalmaterialforthisstudy.Inthestoryoflriedono(入江殿),adaughterof

PrinceSadafusa,andherstrugglewiththedisease,writteninthisdiary,theauthorhasobservedas

follows:

l)．Howthedoctorsinchargeweredispatched.

2).Characteristicsofdoctorsthemselves.

3).Someverystangecustomsandmannersofthetimestowardrecoveryfromillness,dyingandafter

death.

（
め
い
）


